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第 56 回 CSW 記録  
 

房野 桂 作成 
 

2012 年 2 月 27 日(月)午前 第 2 回会議  
 
議事項目 1: 役員選出 
議事項目 2:  議事及びその他の組織上の問題の採
択 
議事項目 3: 第 4回世界書生会議及び「女性 2000
年: 21世紀のジェンダー平等・開発・平和」と題
する第 23回特別総会のフォローアップ 
 
開会ステートメント 
1. 委員会議長 H.E. Ms. Marjon V. Kamara(リベ
リア): この機関の年次セッションは，世界のジェ
ンダー平等社会にとって「どうしても出席しなけ

ればならない」行事であることには立派な理由が

ある。委員会がその優先テーマに対処する時，農

山漁村女性の経済とその地域社会への多くの貢献

及び彼女たちが直面している課題を調べることに

なる。結果は，人間の努力のあらゆる領域におい

て，女性と女児の権利を推進するという国際公約

を果たすために，国連持続可能な開発会議(リオ
+20)のようなその他の政府間プロセスに伝えられ
るべきである。 
 いくつかの重要な前提が委員会の作業を導かな

ければならず，その一つがジェンダー平等の規範

的作業なのだが，状況が変化し，新たな対応が必

要とされ，新たな課題が現れ，進歩のための機会

を生みだすので，まだ完了していない。第二の重

要な前提は，世界レヴェルでなされた公約と国内

レヴェルでの実施の促進との間のギャップを埋め

ることに委員会が重点を置くことである。最後に，

ジェンダー平等の努力は，女性又は関係者の特定

のグループの責任ではなくて，各国政府，市民社

会，草の根の団体，民間セクター並びにいたると

ころの男性と女性，女児と男児の責任であるとい

う前提に基づいて，委員会は事業活動を行わなけ

ればならない。 
2. Milos Koterec(スロヴァキア)経済社会理事会議
長: 地球規模の社会経済開発問題を討議し，この
領域での国際政策枠組みを形成するための重要な

国連の場として，理事会は，そのすべての機能委

員会の貢献から大いに利益を得ている。婦人の地

位委員会には，北京行動綱領の実施を監視し，各

国政府及びその他の関係者が取る新たな措置とさ

らなる行動に関してコンセンサスを築き，合意に

達するための場として，果たすべき重要な役割が

ある。婦人の地位委員会は，経済社会理事会を含

め，国連とその政府間プロセスの作業にジェンダ

ーの視点を主流化するための触媒としても作用す

る。 
 2007年以来，ミレニアム開発目標並びにその他
の国際公約に向けた進歩を評価するために，年次

閣僚見直しを開催してきた。2010 年の見直しは，
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントに関す

る国際的に合意された目標の実施に重点を置き，

その結果としての理事会の閣僚宣言は，特に，ジ

ェンダー目標達成におけるギャップの根強さを認

めている。そのようなわけで，理事会は，あらゆ

る領域に亘る実施のギャップを埋める手助けをす

る一連の戦略で合意したが，今年は，委員会の作

業と理事会の作業との間の強力な相乗作用を示す

さらなる機会があるだろう。 
 委員会の農山漁村女性のエンパワーメント及び

貧困と飢餓の根絶，開発，現在の課題におけるそ

の役割への重点は，2012年の理事会の閣僚見直し
の「ミレニアム開発目標達成のためのあらゆレヴ

ェルでの包摂的で，持続可能で，公正な経済成長

の状況での貧困根絶のための生産能力，雇用，デ

ィーセント・ワークの推進」への重点と非常に関

連性のあるものである。多くの点で，農山漁村女

性は，自分と家庭が貧困を脱して，持続可能で公

正な国内経済成長に貢献できるようにする生産的

で，ディーセントな職を見つけ，就職するとなる

と，大変な課題に直面する。農山漁村女性は，世

界人口の 4分の 1を占めており，彼女たちは，農
業者であり，貿易者であり，起業家であり，建設

労働者や保健医療の提供者でもある。そういった

役割はすべて，その無償の家事労働やケア関連の

労働と同様に，彼女たちが暮らす社会の経済組織

にとって不可欠である。 
 農山漁村女性の可能性を開放すれば，貧困と飢

餓をなくし，持続可能な開発を達成することに大

きく貢献するであろう。政府のあらゆるレヴェル

及び農山漁村市民社会団体内の意思決定で，その

貢献が認められ，その意見を聞いてもらえること

が極めて重要であることを強調する。参加型の取

組，関係者の相談，農山漁村団体・女性団体への

支援が，農山漁村女性の優先事項がマクロ経済政

策と農山漁村開発と農業プログラムに反映される

ことを保障する手助けとなろう。農山漁村女性の

エンパワーメントには，彼女たちが直面している

多くの障害に対処する包括的戦略が必要であるこ

とを強調する。従って，政策策定者たちは，農山

漁村女性のエンパワーメントに対して組織的取組

を採用し，より幅広い政策環境が，農山漁村女性

と女児の権利とニーズに対応するものであること

を保障しなければならない。 
3. Asha-Rose Migiro国連副事務総長: 事務総長が
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その在任期間を通してジェンダー平等を強調して

いたことを想起する。今年の委員会のテーマほど

適切なものはない。農山漁村女性と女児は，人口

の 4分の 1を占めているが，その貢献と優先事項
は大部分見逃されてきた。農山漁村女性は，経済・

金融危機，不安定な食糧価格，気候変動のインパ

クトに打撃を受けてきた。従って，彼女たちの保

護とエンパワーメントにさらなる注意を向けるこ

とが必要である。彼女たちの可能性を開放すれば，

貧困と飢餓をなくし，持続可能な開発を達成する

ことに大きく貢献するであろう。 
 その可能性を実現する 4つの重要な方法を詳述
すると，クォータ制や基準のような一時的措置の

みならず，参加型の取組，関係者の相談，農山漁

村団体と女性団体への支援を通して，国際社会が

先ず農山漁村女性を変革の重要な担い手として認

めなければならない。第二に，その経済的エンパ

ワーメントが促進されなければならない。もし農

山漁村女性に生産資源への平等なアクセスがあれ

ば，農業生産高は上がり，飢餓は減少するであろ

う。しかし，女性は，土地・金融・技術・その他

の資源へのアクセスが制限されている。 
 第三に，国際社会は，女性と女児を優先するこ

とを保障するために，気候変動の緩和と適合のみ

ならず，農村漁村開発と農業のための資金調達を

再調査しなくてはならない。2008年と 2009年に
は，農業部門に指定された ODA の僅か 3%しか，
ジェンダー平等が主要な目標であるプログラムに

回されなかった。私たちはもう少しましなことを

しなければならない。第四に，特別介入が不十分

であり，より幅広い政策環境が，間欠的で制限さ

れたものではなくて，農山漁村女性と女児の権利

とニーズに対応したものでなければならないこと

を関係者は認めるべきである。 
 
役員選出 
 委員会は，Ms. Ana Marie Hernando(フィリピ
ン)とMr. Filippo Cinti(イタリア)を反対なしで委
員会副議長に選出した。委員会は，Mr. Pilippo 
Cinti (イタリア)を副議長兼報告者に任命するこ
とで合意した。 
 通報作業部会には，Ms. Li Xiaomei (中国)がア
ジア太平洋地域から，Ms. Noa Furman (イスラエ
ル)が西欧及びその他の諸国から選ばれていたが，
Ms. Fatima Alfeine (コモロ)をアフリカ諸国より，
Mr. Griory Lukyantsev (ロシア連邦)を東欧諸国
より，Mr. Ruben rmando Escalante Hasbun (エ
ルサルヴァドル)をラテンアメリカ・カリブ海諸国
より，2年の任期で通報作業部会の委員に任命し
た。 
 

議事及びその他の組織上の問題の採択 
 委員会は文書 E/CN.6/2012/1に含まれている暫
定議事を採択し，必要ならばセッション中にさら

に調整を行うこともありうるとの理解の下で，文

書 E/CN.6/2012/1/Add.1に含まれている作業組織
を承認した。 
 委員会は，優先テーマに関する合意結論の折衝

のファシリテーターとして H.E. Mr. Carlos 
Enrique Garcia Gonzalez (エルサルヴァドル)を
任命した。 
 
議題紹介ステートメント 
1. Michelle Bachelet事務次長・UN-Women事務
局長: 会期中に検討しなければならないいくつか
のテーマを紹介するが，農山漁村女性の状況は，

万人のための人権と平等と正義の問題である。農

山漁村女性の言うことに耳を傾け，これを支援す

ることが，貧困と飢餓をなくし，持続可能な平和

と安全保障を確立する基本である。女性をエンパ

ワーすることは，女性だけでなく私たち全員のた

めになることである。 
 「アラブの春」の蜂起及びその他の最近の動き

は，一律に不平等を減らす必要性を説明している。

人間は誰でも自分の未来を形作ることができなけ

ればならない。その目標を実現するには，地球規

模で女性の可能性を解放することが必要である。

実際，私たちの誰も農山漁村女性を意思決定から

締め出しておく余裕などない。支援措置も十分と

はいえない。女性の参画を高めるには，貿易・経

済政策を含め，法律の制定と施行が必要である。

そのような改革が進んでいる国々もあるが，進歩

は依然として遅く，不均衡である。女性が公的生

活に完全に参画することを妨げる構造的・文化

的・社会的障害を除去しなければならないことを

強調する。農業及びその他のプログラムへの資金

調達は，優先事項として，女性の平等という目標

を反映していなければならない。 
 本年，UN-Womenは，世界中の農山漁村女性
のエンパワーメントに向けて女性と仕事のための

機会を拡大するために，地球規模の声を利用する

つもりである。農山漁村女性は，村議会から国会

に至るまであらゆるレヴェルの公的生活に参画す

るべきである。女性たちが新しい権利を得て，自

分たちのニーズが満たされるようロビー活動を行

っているインドからコスタリカ，ルワンダに至る

世界中での例を指摘するが，国連は，実例を示す

ことによって指導しなければならず，国連のあら

ゆるレヴェルでジェンダー同数を要請する。資源，

技術，輸送，保健医療，その他のサーヴィスへの

アクセスを高めるのみならず，女性のための土地

所有権を増やすことも要請する。無償労働に関連
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して，農山漁村女性の重荷を軽減することも極め

て重要であり，女性をエンパワーし，経済成長を

推進する際に，社会保護と社会サーヴィスが双方

とも重要である。 
 女子差別撤廃条約，国際労働機関(ILO)条約，国
連先住民族権利宣言，北京行動綱領のような既存

の条約や協定を完全に活用しなければならない。

女性と女児に対する暴力と差別をなくすことに向

けてさらなる進歩も遂げなければならない。6月
のリオ+20首脳会合前夜に，UN-Womenとブラジ
ル政府は，持続可能な開発における女性の役割に

関する高官会合を共同開催することを宣言する。

新しいよりよい未来の達成には時間がかかること

を警告するが，これはすべての関係者の集団的努

力を通して達成できる。この夢は叶えることがで

きることを決して忘れないようにしよう。 
2. Sylvia Pimentel女子差別撤廃委員会議長: 女
子差別撤廃条約の実施の監視に関するジュネーヴ

を拠点とする機関の年次報告書を紹介する。第 49
回・50回委員会中の主な活動を強調しているが，
委員会が 1982年に第 1回委員会を開催し，第 52
回委員会でその 30周年をニューヨークで祝うこ
とになることを想起する。 
 委員会の作業は，締約国との対話を通して，女

性の人権の実現に向けた進歩を遂げてきた。同時

に，まだしなければならない作業が多く残ってい

る。法と慣行における女性の完全な平等は，まだ

世界中で達成されておらず，女性は継続して深刻

で広がった人権侵害に苦しんでいる。さらに，最

近の発展で，数年に亘って達成されたことが今脅

かされているという懸念が持ち上がっているとこ

ろもある。 
 北アフリカの移行に応えて，委員会は，エジプ

ト政府とテュニジア政府に書簡を送った。意思決

定のあらゆるレヴェルの民主化プロセスに女性の

参画の重要性を強調して，リビア政府にも書簡を

準備しているところである。女性のエンパワーメ

ントの基本であるのみならず，社会全体の進歩の

ためでもある。この機会を利用して，シリアにお

ける女性の権利を含めた人権状況についての委員

会の継続する懸念を表明する。 
 
基調講演 
1. Ann Tutwiler食糧農業機関(FAO)副事務局長: 
世界食糧計画(WFP)と国際農業開発基金(IFAD)
をも代表して話させていただく。ローマに拠点を

置く 3つの国連機関は，最も直接的に飢餓のない
世界を達成することに対して責任を有する。2011
年の食糧・農業の状態報告書は，もし女性に生産

的な農業資源---土地インプット，訓練，貸付---へ
のアクセスが与えられるなら，その農場の生産性

は 20%から 30%増加し，総国内農業生産は 2.5%
から 4%増加し，おなかをすかした女性が 1憶人
から 1憶 500万人少なくなることを示した。 
農山漁村女性の経済的可能性が浪費されている

ために，基本的に，1憶人から 1憶 5,000万人の
人々が未だに飢餓状態にあり，農業生産のかなり

の割合が行方知れずになっている。ローマに拠点

を置く機関は，農山漁村女性の経済的可能性を実

現するために協力することによって，国際社会は，

飢餓と貧困を根絶することにかなりの貢献ができ

るものと信じている。何をするべきかは分かって

いる。それをする時でもある。皆さんに私たちに

加わってくださるようお願いする。しかし，2050
年には 90憶人に達する世界人口に食糧を与える
ことは，食糧を増産することだけでは十分ではな

いことを認めることを意味する。実際 FAOのデー
タは，たとえ世界が 60%食糧を増産しても，貧し
い人々が，料金が手ごろな基本的必需品と物品を

入手する手段を持たない限り，2050年までにまだ
3憶 2,000万人の慢性的な栄養不良の人々に直面
することになることを示している。 
世界の貧困者のほとんどが農山漁村地域で暮ら

し，世界の貧困者のほとんどが小規模農業者であ

ることは誰でも知っている。世界の飢餓の 92%が
緊急事態によるのではなくて，貧困によるもので

あることも知られている。開発途上国の農業部門

の成長が工業部門の成長の 6倍貧困を削減する可
能性があるので，貧困と飢餓問題の解決は，農業

部門---特に小規模農場と中小農業企業---が食糧を
増産するだけでなく雇用も生みださなければなら

ないことを意味する。 
これら目標のどれも女性なくしては達成できな

い。女性は食糧生産においても中小事業において

も重要な役割を果たしていることを強調する。開

発途上国では，女性は農業労働力の 46%を占めて
おり，農業ヴァリュー・チェーンのすべてで重要

な意思決定者であり，管理者でもある。もし女性

が農業経済に平等に参画できれば，女性は，飢餓

の根絶と開発において大きな前進を遂げることの

できる積極的な経済の担い手である。しかし，資

産，インプット，サーヴィスにおけるジェンダー・

ギャップが，女性のみならず，彼女たちが暮らし，

働いている農業部門や社会のより広い経済にコス

トをかけている。 
農業生産と生産性におけるギャップは，農山漁

村女性が農作業の能力がないからではなくて，彼

女たちに課されている社会的制約のために存在す

る。実際，女性農業者が男性農業者よりも生産量

が少ないのは，種苗や貸付へのアクセスを欠いて

いるためである。非正規雇用からの稼ぎが男性よ

り少ないことに加えて，女性は無償労働を行うこ



4 
 

とで驚くほどの時間を費やす。例えばアフリカの

女性は，水汲みに年間約 400憶時間を費やす。こ
のような傾向は，女性のみならず彼女たちが暮ら

している地域社会にも悪影響を及ぼすのみならず，

栄養不良の教育を受けないことになる子どもたち

を生む可能性も 2倍になる。 
そのような背景に対して，ローマに拠点を置く

機関は，農山漁村地域社会に関するその作業のか

なりの部分に重点を置き，様々な角度から飢餓を

めぐる課題に取り組んでいる。例えば，FAOは，
知識の創出と政策を推進し，IFADは農山漁村投
資プログラムを推進し，WFPは食糧と栄養支援，
緊急事態対応，セーフティ・ネットを提供してい

る。3機関は共に農山漁村女性が飢餓との闘いに
おける中心的担い手であることを保障するために

活動している。3機関は，様々な政策調査分析に
伴う事業支援と能力開発も提供している。 
男性と女性の間の広がった根深い格差にはより

正確なデータを伴ったうまく立案された政策とプ

ログラムの推進を通した様々な活動領域での努力

が必要である。この格差は，女性が土地を買った

り所有したり売ったり相続したり，銀行口座を開

設し，金銭を借り入れ，契約に署名し，事業を立

ち上げ，製品を売る完全な経済的権利を持つこと

を保障することによっても対処できよう。女性と

女児には，男性と同じ訓練，教育，情報及び改良

普及サーヴィスへのアクセスがなければならない。

特に農山漁村女性は，その時間を自由にし，生産

性を高めるために，基本的な公共サーヴィス，イ

ンフラ，改善された技術へのアクセスを必要とし

ている。 
給水ポンプへの簡単な投資が，年間何十億時間

もの女性の時間を節約し，時間をさらに利用でき

るようになると，女性はよりよい有償労働又はも

っとやりがいのある活動に従事できる。農山漁村

女性は，その個々の及び集団的生活と家庭に影響

を及ぼす意思決定プロセスにさらに積極的に参画

する能力を開発することも必要である。私たちは，

最も脆弱な女性と女児のために，保健医療，教育，

学校給食を推進するうまく対象を絞ったセーフテ

ィ・ネットに投資する必要がある。女性と女児の

栄養への投資の規模拡大は，栄養不良の世代間サ

イクルを断ち切ることになり，その経済的エンパ

ワーメントにとって極めて重要である。農山漁村

女性の能力を解放することは，農業の生産性を高

め，国の生産を増やし，農山漁村・農業の地域社

会を支えることになる。 
2. Elisabeth Atangana汎アフリカ農業者団体会
長: このネットワークは，ジェンダー平等，持続
可能性，食糧の安全保障，その他の目標を追求す

る際に重要な役割を果たしているほとんどが農山

漁村女性の団体より成っている。女性は，農山漁

村経済にとって極めて重要であるので，その団体

は，ますます女性のエンパワーメントとその意思

決定へのかかわりの提唱にかかわるようになって

いる。とりわけ，その目標は，女性の生産能力を

高め，自分の成果を市場に出す手助けをし，パー

トナーシップを交渉することができる協同組合及

び集団的団体に女性をまとめることによって成し

遂げることができよう。エンパワーされれば，女

性は自分の地域社会の小額貸付事業に投資するた

めに，その貯蓄を利用することができ，深い，永

続的インパクトを与え，より多くの所得があるな

らば，地域社会のプロジェクトや意思決定にもっ

と関わることもできるであろう。 
 汎アフリカ農業者団体は，国内・地域・国際レ

ヴェルでの意思決定への女性の参画を推進しよう

としている。この団体は，女性のエンパワーメン

トを推進するために，資金を動員する戦略を求め

ている。さらに，農山漁村女性自身が資金調達へ

のよりよいアクセスを求めているが，未だに様々

なレヴェルで差別を受けている。彼女たちは，起

業家としてのその社会的・経済的地位を高めるこ

ともできないでいる。彼女たちは，市場やインプ

ットへのさらなるアクセスのみならず，中期的な

貸付へのアクセスも必要としている。しかし，こ

のどれも地方の女性グループ独自には達成できな

い。従って制度的パートナーシップからの支援を

要請する。2003年のマプトでなされた公約による
10%の投資というターゲットを持って，農業にさ
らなる投資もなされるべきである。農山漁村女性

は，技術，職業開発，その他の型の訓練へのさら

なるアクセスも必要としている。これは，農山漁

村女性の仕事が実際に考慮に入れられ，評価され

ることを保障する方法でもある。私たちは，女性

として，共に行動しなければならない。 
 
一般討論 
 アルジェリア(G77/中国を代表)，テュニジア(ア
フリカ・グループを代表)，デンマーク(EUを代表)，
チリ(ラテンアメリカ・カリブ海諸国を代表)，アル
ゼンチン(南部協同市場(MERCOSUR)を代表)，サ
モア(太平洋島嶼国フォーラムを代表)，アンゴラ
(南部アフリカ開発共同体を代表)，ガンビア，スワ
ジランド，フランス 
 
 
2 月 27 日(月)午後第 3 回会議 
 
議事項目 3(a): 継続 
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高官ラウンド・テーブル 
ラウンド・テーブル A 
  議長: Ms. Kamara委員会議長 
 意見交換対話参加高官: ブラジル，ノルウェー， 
ルクセンブルグ，モンゴル，カナダ，デンマーク，

ドイツ，ポルトガル，メキシコ，世界食糧計画

(WPF), エジプト，南アフリカ，キューバ，中国，
モザンビーク，カメルーン，ナイジェリア，スー

ダン，アンゴラ，ジンバブエ，ガーナ，コンゴ，

ウクライナ，グルジア, スイス，ザンビア，イン
ド，アゼルバイジャン，ベラルーシ，イラン・イ

スラム共和国，米国，ドミニカ共和国，欧州連合 
 
ラウンド・テーブル B 
  議長: H.E. Mr. Carlos Enrique Garcia 
Gonzalez委員会副議長 
 意見交換対話参加高官: テュニジア，バングラ
デシュ，フィリピン，韓国，コーティヴォワール，

フランス，ニカラグァ，フィンランド，スワジラ

ンド，ケニア，イタリア，パキスタン，ニジェー

ル，タンザニア連合共和国，グァテマラ，スーダ

ン，ウガンダ，ブルキナファソ，スロヴェニア，

スペイン，タイ，日本，オーストラリア，トルコ，

マレーシア，ニュージーランド，コロンビア，ウ

ルグァイ，エルサルヴァドル，UN Women 
 
議長概要 
 
1. 2012年 2月 27日に，婦人の地位委員会は，農
山漁村女性のエンパワーメント及び貧困と飢餓の

根絶，開発及び現在の課題におけるその役割に関

する高官ラウンド・テーブルを開催した。意見交

換高官ラウンド・テーブルは，国内の経験，学ん

だ教訓，好事例の分かち合いに重点を置いた。討

議ガイドが意見交換対話のための枠組みを提供し

た。 
 
2. 高官ラウンド・テーブルは，多数の参加者の間
で意見交換ができるように，2つの並行セッショ
ンで開催された。セッションは，委員会議長であ

るMarjon V. Kamaraと，副議長である Carlos 
Garcia Gonzalezが議長を務めた。会議は，農山
漁村女性に関する短いヴィデオの上映で始まった。

国連システムからの招待された代表，世界食糧計

画(WFP)の Sheila Sisuluとジェンダー平等と女
性のエンパワーメントのための国連機関(UN- 
Women)の Lakshmi Puriが，意見交換対話に応
え，女性とジェンダー平等に関する機関間ネット

ワークを構成している国連機関によって準備され

た共通のメッセージを発表した。総計 61か国の政
府代表が，高官ラウンド・テーブルで発言した。

高官ラウンド・テーブルは，Michelle Bachelet 
UN-Women事務局長，食糧農業機関(FAO)，国際
農業開発基金，WFPを代表する Ann Tutwiler 
FAO副事務局長及び Elizabeth Atangana汎アフ
リカ農業者団体会長によって委員会開会でなされ

たプレゼンテーションからも利益を受けた。 
 
3. 参加者たちは，委員会の優先テーマの検討を歓
迎した。農山漁村女性と女児は，世界人口のかな

りの割合を占めており，地方・国内レヴェルで経

済的・社会的開発のための重要な行為者である。

農山漁村女性は，世界のあらゆる部分で農業にお

いて重要な役割を果たしており，子どもや高齢者

の世話のような家事に加えて広範囲な農業及び非

農業労働を行っている。彼女たちは，世界のあら

ゆる部分で，食糧の安全保障と栄養を確保し，推

進する際に，きわめて重要な役割を果たしている。

ミレニアム開発目標を含めた国際的に合意された

開発目標の達成にとっての農山漁村女性の中心性

がますます認められるようになっている。 
 
4. しかし，農山漁村女性と女児は，農山漁村男
性・男児及び都会の女性・女児に比して，多くの

地域で依然として不利な立場に置かれている。貧

困は，女性と女児に重荷を負わせて，圧倒的に農

山漁村の現象であり続けている。世界金融・経済

危機を含め，世界危機のインパクト，不安定な食

糧とエネルギーの価格及び食糧の不安定も，農山

漁村女性に不相応な悪影響を与えている。 
 
5. 土地及びその他の生産財の欠如と限られたア
クセスが，依然として農山漁村女性が貧困と飢餓

を克服する大きな障害である。土地保有権及び夫

婦の共同の土地への権利の規定を含め，土地への

女性のアクセスを改善する法的規定及び憲法上の

規定を採用している国々もある。しかし，より幅

広いジェンダーに配慮した土地改革が，女性の平

等な土地へのアクセス及び所有権を確保するため

に必要であろう。 
 
6. 土地所有の欠如は，女性の借金の能力を制限す
る。多くの国々は，特に小額貸付プログラムを通

して，農山漁村地域の貧しい女性のために，しば

しば金融識字，起業，管理及び関連した型の訓練

と結びついた金融へのアクセスを推進している。

担保なしのローンへのアクセス，助成金つき無利

子のローン，女性のための特別な率の銀行貸付は

資金調達を拡大する効果的措置でもある。しかし，

農山漁村女性がその事業を維持し，拡大し，農業

の生産性を高めるためには，主流の「マクロ」金

融サーヴィスへのアクセスが必要である。女性の
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協働組合は，女性に金融サーヴィスへの集団的ア

クセスを提供する際に役立っている。 
 
7. 女性は食糧生産で重要な役割を果たしている
が，彼女たちは市場への限られたアクセスに直面

し続けている。国々の中には，政府機関を通して，

学校，病院，その他の公的機関のために家庭農園

から地方の農産物を購入するプログラムを開発し

ているところもある。女性農業者が特に対象とさ

れ，その産物によい価格を支払ってもらっている。

携帯電話を含めた情報コミュニケーション技術へ

の女性のアクセスの強化も，女性農業者の市場情

報へのアクセスを促進し，新しい市場を切り開く

ことができる。 
 
8. 農山漁村女性は，食糧・栄養の安全保障を高め
るために，肥料・種苗・器具のような生産財への

平等なアクセスも必要としている。主として女性

農業者によって生産される黍，カサヴァ，モロコ

シのような地方で消費される作物の栽培が，農業

政策とプログラムを通して特に推進される時，経

験は有望な結果を示している。 
 
9. 農山漁村・遠隔地域は，道路と公共インフラ，
水と衛生施設，近代的なエネルギー源，情報コミ

ュニケーション技術資源を含めた公共インフラの

欠如を特徴とする。この公共インフラの欠如が，

農山漁村女性の労働の重荷と関連する時間不足を

一層ひどいものにしている。インフラへの投資の

増額が，農場，非農業所得創出活動及び家庭での

女性の大きな---そしてしばしば無償の---労働の重
荷を軽減することができる。水汲みポンプの備え

付け，食糧加工器具及びエネルギー源のようなイ

ニシャティヴは，女性の労働の重荷を軽減する手

助けとなり，このようにして教育，技術訓練，有

償活動の時間を生みだす。 
 
10. 農山漁村地域のさらなる雇用機会の必要性を
認識して，国々の中には農山漁村の雇用創出を高

め，雇用保証プログラムを設置する法律を制定し

たところもある。多くの努力が，様々なセクター

で零細・小規模事業機会を利用できるように農山

漁村女性のための起業訓練にも重点を置いている。

自動車機械工や電気工のような非伝統的職，又は

農山漁村インフラ，アグロツーリズム，エコツー

リズムのような新しい市場やセクターのための職

業訓練を農山漁村女性に提供することにより，ジ

ェンダーに基づく労働市場の分離を矯正する手段

もとられている。そのようなイニシャティヴは，

農山漁村地域で女性の経済的機会を増やし，この

ようにして農山漁村女性の都会地域への移動を遅

らせる際に重要な役割を果たしている。しかし，

都市への移動は，多くの農山漁村女性の現実であ

り，訓練プログラムが，雇用機会を含め，彼女た

ちが新しい環境で直面するかも知れない脆弱性を

減らすスキルを伝える必要がある。 
 
11. 農山漁村雇用と多くの非正規の性質，脆弱な
又は存在しない労働基準と権利，国内法や規則実

施の乏しさが，貧困と飢餓への農山漁村女性の脆

弱さを大いに助長している。そのような危険を矯

正するために，社会保護制度が，基本サーヴィス

と所得保障への最低限のアクセスを保障すること

に貢献している国々もある。各国政府の中には，

社会保険の範囲外で暮らす貧しい家庭のための対

象を絞った助成金，条件付きの現金給付，学校給

食計画を通して，農山漁村女性の脆弱なグループ

を支援しているところもある。国々の中には，家

庭農場及び農場外の起業での労働が無償の性質で

あるために，農山漁村女性の年金へのアクセスの

欠如に，公的年金計画の下での範囲の条件を改正

することにより，対応しているところもある。 
 
12. 農山漁村地域で暮らす女性に対する暴力の害
悪に対して払われる注意は不十分である。農山漁

村女性は，DVと人身取引を含め，様々な形態の
暴力の被害者である。多くの国々は，女性に対す

る暴力を根絶する法律や行動計画を設置している

が，農山漁村女性には，しばしば，防止・支援サ

ーヴィスへのアクセスがほとんどない。政府が資

金を提供するプロジェクトが農山漁村・遠隔地の

女性を特に対象としているところもあるが，サー

ヴィスの乏しい到達が難しい地域でさらにサーヴ

ィスを拡大する革新的方法が緊急に必要とされる。

そのような例の一つに，被害者を支援し，女性に

対する暴力についての意識を向上させる移動セン

ターの利用がある。 
 
13. 保健サーヴィスへの女性と女児のアクセスは，
農山漁村地域ではしばしば不適切である。特に，

農山漁村地域のしばしば高い率の妊産婦死亡と罹

病を削減するためのセクシュアル・リプロダクテ

ィヴ・ヘルス施設の利用可能性とアクセス可能性

にさらなる注意が払われるべきである。プライマ

リー・ヘルス・サーヴィスの拡大，新しい保健施

設の建設，助産婦の訓練，妊婦への無料のヘルス

ケアの提供は，アクセス拡大の効果的方法である

ことが証明されている。 
 
14. 正規・非正規教育は，農山漁村女性のエンパ
ワーメントの要である。これは，経済的利益と経

済機会を生み，女性の公的生活への参画を促進す
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る。しかし，農山漁村地域は，しばしば，教育と

訓練へのアクセスが乏しいことを特徴としており，

農山漁村女性の間の非識字率は依然として高い。

対応として，各国政府は，農山漁村地域に学校を

造り，無料の教育と女児を教育する奨励策を家庭

に提供し，成人女性のための識字プログラムを支

援した。所得創出活動のためのスキルを高めるこ

とを目的とする学校カリキュラムの改訂は有望な

慣行である。気候変動のインパクトを緩和し，コ

ンピュータ識字を築く手助けとなる近代的な農業

技術の訓練を含め，女性農業者のスキルを向上さ

せるイニシャティヴも行われている。 
 
15. 公的生活と政治生活への女性の参画とリーダ
ーシップを強化する際に進歩が遂げられている。

多くの国々は，一時的特別措置，アファーマティ

ヴ・アクション，クォータを通し，女性候補者や

議員のための訓練と相まって，政府の様々なレヴ

ェルで女性の数を増やすイニシャティヴを実施し

ている。しかし，国会，地方議会，公共行政並び

にあらゆる領域の上級意思決定レヴェルで農山漁

村女性の代表数をさらに増やすためのさらなる努

力が必要とされる。 
 
16. 農山漁村女性の労働の重荷と時間不足を含め
た権利，優先事項，ニーズは，持続可能な結果を

達成するためには，国内レヴェルでも地方レヴェ

ルでも，ジェンダーに配慮した政策，資金の配分

及び企画を考慮に入れなければならない。農山漁

村女性と地方又は国内での相談会を開催すること

は，政策・予算・企画でその優先事項が考慮に入

れられることを保障する一つの方法であり，継続

中の農山漁村女性との対話は，そのような手段の

効果的で利益のある実施の鍵である。 
 
17. 農業者団体及び協働組合を含めた農山漁村団
体は，農山漁村女性に発言権を与え，その権利を

推進し，農山漁村開発を推進する際に重要な役割

を果たす。そういった利益を認めて，国々の中に

は，女性のみの協働組合と農山漁村団体の設立と

能力開発を促進しているところもある。農山漁村

女性が農山漁村地域社会の開発を強化する目的で

組織している好事例がますます増えてきている。

しかし，既存の農業者・地域社会を基盤とした団

体，特に指導的地位における農山漁村女性の役割

を強化するさらなる努力が必要とされる。 
 
18. 参加者たちは，多くの政策枠組みと法的枠組
みが，依然として農山漁村女性の状況に不適切に

不十分に対応しており，特別の限られた介入が，

ジェンダー平等を達成するに必要な長期的・組織

的変化を生むことはできないことで合意した。包

括的で，ジェンダーに配慮した政策とプログラム

が，農山漁村女性の優先事項，マクロ経済政策，

開発政策と戦略の間のさらなる統合力を含め，緊

急に必要とされる。国々の中には，部門省庁と地

方自治体内の企画・予算編成・監視プロセスにジ

ェンダーの視点を組み入れているところもある。

こういった努力は，農山漁村女性のエンパワーメ

ントのためによい政策環境を醸成するために規模

拡大され，拡充されるべきである。 
 
19. 女子差別撤廃条約を根拠とする人権に基づく
取組は，農山漁村女性のエンパワーメントの基本

である。「条約」には農山漁村女性の状況のための

特別な条項があり---第 14条---，農山漁村女性に対
する差別を根絶するあらゆる適切な措置をとるよ

う締約国に要請している。「条約」全体と特に第

14条は，従って，農山漁村開発を目的とする国内
努力を首尾一貫して導くべきである。 
 
20. 財産・相続・社会保障法のみならず家族法は，
農山漁村女性と女児に対する直接・間接差別を明

らかにし，矯正するために，定期的に見直し，監

視し，評価する必要がある。市民登録が多くの権

利行使の基礎であるので，全ての農山漁村女性と

女児が登録されていることを保障する一致した努

力が必要とされる。さらに，多くの国々で，農山

漁村女性は，投票し，財産を所有し，相続し，ロ

ーンを申し込み，基本サーヴィスにアクセスする

権利を行使するに必要な国の身分証明書を依然と

して欠いている。そのような証明書の提供は，農

山漁村女性が平等な権利を持つ市民としての待遇

を受けることを保障する。権利を行使するために，

農山漁村女性は，自分の権利に気付き，情報・法

律サーヴスにアクセスしなければならない。意識

向上キャンペーンと国の農山漁村女性の日は，こ

の点で役立つことが証明されている。 
 
21. 政策とプログラムは，都会と農山漁村グルー
プの間の差を考慮に入れるのみならず，農山漁村

女性は均一なグループを構成してはいないことも

認めるべきである。その状況は，年齢・民族グル

ープ・移動や国内避難の地位のように脆弱な状況

のような多くの根拠に基づいて変化する。農山漁

村女性は，生産的資産と機会へのアクセスにおい

ても差に直面している。ニーズ評価調査は，その

ような根拠に基づいて農山漁村女性の優先事項を

明らかにし，対象とする際の効果的ツールとなり

得る。 
 
22. 農山漁村女性とその地域社会の経済と福利へ
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の貢献に関する信頼できるデータと証拠の利用可

能性は，その優先事項をよりよく理解し，それら

に効果的に対処することのできる政策を立案する

ために極めて重要である。国々の中には，データ

収集制度を強化し，ジェンダーに配慮した評価を

通して証拠を築く際の経験を分かち合ったところ

もある。データ収集への投資及び明確で測定でき，

達成でき，関連性があり，時間制限のある

("SMART")ジェンダーに配慮した指標の開発に高
い優先権が与えられなければならない。同時に，

政策開発と実施において，すでに存在するデータ

のよりよい利用と分析の必要性も広がっている。 
 
23. 農山漁村女性の生活を変えるに必要な野心的
なアジェンダを実施するためには，各国政府，市

民社会，民間セクターを含め，国内レヴェルで全

ての関係者の間の強化された協力が必要とされる。

異なった部門省庁に亘る協力と調整も，政策策定

プロセスを強化するために極めて重要である。多

くの国々は，食糧の安全保障と農山漁村開発の課

題により効果的に対応するために，府省間委員会

を設置している。ジェンダー平等のための国内本

部機構は，農山漁村女性の利益のためのそのよう

な協働を促進する際にしばしば役立ち，そのよう

な努力が，農山漁村女性のための投資の増額とい

う結果ともなる。 
 
24. 国際協力，特に ODAは，農山漁村女性のエン
パワーメントのために必要である。しかし， 
農山漁村女性のエンパワーメントのためのドナー

国の資金調達は，依然として乏しく，現在の世界

危機の状況では減少さえしているかも知れない。

国内総所得の 0.7%という ODAのターゲットに到
達し，農山漁村女性がそのような協力から利益を

受けることを保障するさらなる努力が必要とされ

る。農山漁村女性が先頭に立つ地方のイニシャテ

ィヴは，国際的な資金調達から利益を受けるべき

である。さらに，国連システム諸機関は，国内レ

ヴェルで加盟国を支援する際に，ジェンダーに配

慮した農業・農山漁村開発を優先するべきである。 
 
25. 南南協力も，女性のエンパワーメントの証明
された解決策を分かち合い，見習うための効果的

ツールとなり得るので，推進されるべきである。

自作農業者，特に女性農業者を国内の農業・農山

漁村開発政策にうまく統合している国々は，他の

国々とその経験を分かち合うべきである。好事例

を収集し，婦人の地位委員会の状況で分かち合う

ことができよう。 
 
26. 参加者たちは，第 56回委員会の優先テーマは，

来るべき国連持続可能な開発会議(リオ+20)に直
接的に関連していることを指摘した。生物多様性

の喪失，旱魃と砂漠化を含めた気候変動のインパ

クトは，自作農農業者の経済的見通しにとって特

に厳しい。農山漁村女性の権利と優先事項，並び

に食糧と栄養の安全保障は，従って，この会議の

成果に強く反映されるべきである。 
***** 

 
 
2 月 28 日(火)午前第 4 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
専門家パネル討論 
テーマ: 農山漁村女性のエンパワーメント及び貧
困と飢餓の撲滅，開発，現在の課題におけるその

役割: 農山漁村女性の経済的エンパワーメントを
中心に 
司会者: Ms. Ana Marie Hernand(フィリピン)委
員会副議長 
パネリスト: 
1. Ms. Malika Abdelali-Martini社会経済学者・シ
リア・アラブ共和国アレッポ乾燥地国際農業調査

センター (ICARDA) 社会経済政策調査プログラ
ムジェンダー調査専門家 
2. Ms.Shanaz WWazir Aliパキスタン首相社会部
門特別補佐官 
3. Ms. Anna Kaisa Kartunenフィンランド農
業・農山漁村開発専門家 
4. Dr. Jemimah Njukiケニア，ナイロビ国際家畜
調査研究所貧困・ジェンダー・インパクト・プロ

グラム 
5. Ms. Cheryl Morden国際農業開発基金北米リエ
ゾン・オフィス所長 
意見交換対話参加国: イタリア，パキスタン，イ
スラエル，ポルトガル，パナマ，スイス，インド，

韓国，ジンバブエ，イラン・イスラム共和国，ス

ウェーデン，南アフリカ，モルディヴ，エチオピ

ア，スワジランド，ヨルダン，ブラジル，米国，

ガンビア，モザンビーク，カナダ，ニカラグァ，

フィリピン，スーダン，欧州連合 
意見交換対話参加 NGO: Mujer para la Mujer 
A.C.(Vida y Familia de Guadalajara A.C., 
Mision Mujer A.C.を代表)，トリニダード・トバ
ゴ女性の地位向上 NGO，アフリカ母親の声，公共
サーヴィス・インターナショナル(教育インターナ
ショナル，国際労働組合連合会を代表) 
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司会者の概要 
 
ジェンダー主流化のための重要な政策イニ

シャティヴと能力開発 :  農山漁村女性の経
済的エンパワーメントを中心に  
 
1. 2012年 2月 28日に，婦人の地位委員会は，「ジ
ェンダー主流化に関する重要な政策イニシャティ

ヴ及び能力開発: 農山漁村女性の経済的エンパワ
ーメントを中心に」というテーマで，意見交換専

門家パネルを開催した。この意見交換パネルは，

委員会の優先テーマ「農山漁村女性のエンパワー

メント及び貧困と飢餓の根絶，開発，現在の課題

におけるその役割」の委員会による検討の一部で

あった。 
 
2. 討議は，委員会副議長のMs. Ana Marie 
Hernandoが司会を務めた。パネリストは，シリ
ア・アラブ共和国の乾燥地域農業調査国際センタ

ーの社会経済学者・ジェンダー調査専門家である

Ms. Malika Abdelali-Martini，パキスタンの首相
特別補佐であるMs. Shahnaz Wzzir Ali，フィン
ランドの農山漁村開発専門家のMs. Anna Kaisa 
Karttunen，ケニアの国際農業調査諮問グループ
委員・国際家畜調査研究所貧困・ジェンダー・イ

ンパクト・プログラム・チーム・リーダーのMs. 
Jemimah Njuki及び国際農業開発基金の北米リ
エゾン・オフィス所長のMs. Cheryl Mordenであ
った。本概要は，パネリストと参加者たちによっ

て討議された重要な点を総合するものである。 
 
3. 農山漁村女性の経済的エンパワーメントのた
めに多くの公約がなされ，世界政策枠組みは，行

動のための強力な基盤を提供している。女子差別

撤廃条約第 14条は，農山漁村地域の女性に対する
差別を根絶する締約国の特別な責務を概説してい

る。これら公約にもかかわらず，各国政府と多く

のその他の関係者は，農山漁村女性のニーズと優

先事項に効果的に対応するのが遅い。農山漁村女

性の経済的エンパワーメントのための機能的政策

環境が，その懸念を主流の経済的アジェンダ，特

に農業・金融・国内計画の領域に入れることによ

って，緊急の問題として醸成される必要がある。

あらゆるレヴェルの全ての政策で，農山漁村女性

のニーズと問題に対処するには，全体的にジェン

ダー主流化により大きな重点を置き，世界のあら

ゆる部分で農山漁村女性の多様性に対応する対象

を絞った措置を含む二重の戦略が必要である。経

済的・政治的・社会的エンパワーメントを含むエ

ンパワーメントのあらゆる側面に対処する包括的

取組も必要である。 

4. この 10年で，農山漁村地域は，都会の中心地
への移動の結果，様変わりしている。経済・金融

危機，不安定な食糧価格，気候変動，沿岸の浸食，

地滑り，ハリケーンが，農山漁村地域で暮らす人々

に特別な課題を提起している。部門別政策で統合

される包括的な農山漁村開発政策が，統合的にこ

れら課題に対処し，農山漁村地域の持続可能な開

発を推進するために必要とされる。 
 
5. ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは，
全てのミレニアム開発目標を達成するための前提

条件であることが今やしっかりと認められている。

農山漁村女性は，異なったレヴェルの農業生産と

農山漁村開発で重要な役割を果たしており，農業

生産を食糧と栄養の安全保障の改善につなげてい

く際に極めて重要である。しかし，農山漁村女性

は，経済的機会，資源，資産，公共サーヴィス，

社会保護，インフラ，輸送，雇用と起業機会への

アクセスが依然として限られている。女性農業者

は，しばしば農業ヴァリュー・チェーンの底辺に

あり，市場，農業改良普及サーヴィス，種苗や器

具のような最も基本的な農業インプットへのアク

セスが限られている。 
 
6. 農山漁村女性の経済的エンパワーメントは，そ
の権利を実現し確保する際に極めて重要である。

世界銀行の 2012年世界開発報告書は，ジェンダ
ー平等はそれ自身核心となる開発目標であり，ジ

ェンダー平等を高めることはスマート経済である

ことも認めている。国連食糧農業機関は，もし女

性に男性と同じ生産資源へのアクセスがあれば，

自分の農場での生産高を20%から30%上げること
ができると見積もっている。これは，開発途上国

の総農業生産を 2.5%から 4%上げ，栄養不良の
人々の数を 12%から 17%減らすことになる。従っ
て，重点は，農山漁村女性の活動を高め，力をつ

け，地方の経済を高めるためにその可能性を解き

放つことに置かれるべきである。農山漁村女性を

変革の担い手として位置付ける取組は，持続可能

な農業生産，気候変動の緩和，環境保護における

その役割を高める戦略を開発している国々によっ

て，ますます用いられるようになっている。 
 
7. 土地への女性の権利の確保は，農山漁村女性の
エンパワーメントには極めて重要である。土地へ

のアクセスにおけるジェンダー不平等は，差別的

な相続法，慣習法及び伝統的規範と慣行のために

根強く続いている。土地所有資格プロジェクトと

再定住計画のような土地改革プロセスは，ジェン

ダーに配慮して概念化され，実施されるならば，

土地へのアクセスの不平等をなくす手助けとなり
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得る。例えば，土地所有資格は，登記が夫婦双方

の名前を必要とする時，女性の権利を確保する手

助けとなる。相続に関する政策と法改正も，女性

の土地へのアクセスを高めることができる。女性

の自分の権利に対する意識を高め，法律を施行し，

法的支援への女性のアクセスを高めることが優先

されるべきである。 
 
8. 担保の要らない低利率の小額貸付計画は，財産
はしばしば夫又は男性の家族のものであるので，

農山漁村女性の貸付へのアクセスを高める際に成

功している。農山漁村小額貸付計画には，農山漁

村地域の食糧の安全保障を目的とするものもあり，

小規模起業を奨励することに重点を置いているも

のもある。しかし，農山漁村女性は，小額貸付だ

けでなく，貯蓄及びその他の金融サーヴィスへの

アクセスも必要としている。農山漁村女性が必要

としている様々な金融サーヴィスを提供できる制

度や機関を築くことに支援が提供されるべきであ

る。作物・健康保険へのアクセスも，農山漁村女

性，特に女性自作農農業者にとって重要である。 
 
9. 貸付へのアクセスがあることだけでは，農山漁
村女性の経済的エンパワーメントにとって十分と

は言えず，農山漁村女性が社会的障害を克服し，

情報コミュニケへション技術を利用し，正規の銀

行システムと取引し，その事業スキルを高めてそ

の生産性を上げ，権利と資源へのアクセスを主張

するためには，正規・非正規の教育が必要な土台

である。農山漁村女性は，最も効果的に貸付を利

用でき，自尊心を高め，市場がどう作用するかを

学び，価格設定や製品の流通になじむためには金

融識字の訓練が必要である。将来の投資のために

貯蓄の利益についての知識からも利益を受ける。 
 
10. 多くの国々は，ニュー・テクノロジー，特に
情報コミュニケーション技術と再生可能なエネル

ギー技術の利用と管理のみならず，金融管理と貯

蓄に関連した女性と女児の能力，知識，スキルを

さらに開発するプログラムを設置している。遠隔

学習プログラムのような介入は，教育にアクセス

する際に農山漁村女性が直面する様々な制約を考

慮入れることの重要性を示している。例えば，中

東と北アフリカのいわゆる「寄宿センター」の利

用は，移動性の限られた農山漁村女性を訓練の目

的で集めるための安全なスペースを生みだした。 
 
11. 農山漁村地域への技術移転の重要性を認めて，
関係者たちは，情報コミュニケーション技術，グ

リーン技術及び代替エネルギー源を含めたニュ

ー・テクノロジーへの農山漁村女性のアクセスを

高めるイニシャティティヴを行っている。こうい

ったイニシャティヴの中に，こういった技術を使

って働く際の農山漁村男女の能力，知識，スキル

を強化するための教育・訓練プログラム及び工学

のような伝統的に男性支配の分野に女性の参入を

高めるプログラムがある。プログラムの中には，

革新的製品，有機農業生産システム，地域社会を

基盤とした再生可能なエネルギー源，グリーン技

術の開発，利用，管理への参入を高めることを通

して，持続可能な資源管理における農山漁村女性

の役割を強化することを中心としたものもあった。

ある国での有機野菜栽培の女性の訓練が，生産高

の増加という結果となり，そこから食糧の安全保

障を高め，家庭の所得も上げ，家庭の意思決定へ

の女性の参画も増えた。先住民族の知識を保護す

る必要性が強調された。 
 
12. ディーセント・ワークと雇用への農山漁村女
性のアクセスは，依然として限られている。ジェ

ンダーに配慮した農山漁村雇用保証計画のような

イニシャティヴの中には，農山漁村女性に農場外

の雇用機会を提供して成功したものもある。農山

漁村女性の無償労働を認めて評価し，彼女たちが

有償労働にかかわることができるように，農山漁

村女性の無償労働の重荷を緩和することにさらな

る注意を払う必要がある。サーヴィスの提供とイ

ンフラへの投資は，この無償労働の重荷を軽減す

る際に役立っている。インフラとサーヴィスの利

用可能性と質は，農山漁村女性が仕事と家庭責任

を両立させ，有償の雇用，自分たちの製品を売る

市場，情報，農業インプット，物資へのアクセス

を高める手助けができる。農山漁村女性に，家庭

のための水道，衛生，電気のような基本的サーヴ

ィスへのアクセス，並びに特に遠隔地域では輸送

手段を提供するさらなる努力が必要とされる。農

山漁村地域のセクシュアル・リプロダクティヴ・

ヘルス・サーヴィスへのアクセスは，自分の生殖

力を管理し，経済機会を利用する能力のみならず，

農山漁村女性の生存にとっての基本である。 
 
13. ジェンダーに配慮した指標のみならず，性
別・年齢別・農山漁村/都会別データ収集を改善す
る必要性が強調された。しかし，データ収集だけ

では十分ではない。差別と不平等の根本原因をよ

りよく理解するためのデータの分析と利用が，農

山漁村地域のジェンダーに配慮した政策立案，実

施，監視，評価にとって極めて重要である。情報

コミュニケーション技術の利用は，性別データを

収集し分析し，記録を作成する国の努力を促進で

きる。一連の基準となる指標が，農山漁村地域の

プログラムとイニシャティヴを監視し，評価する



11 
 

ために，資産の所有，土地，住居のような問題に

関して緊急に必要とされる。この目的で，性別・

年齢別・農山漁村/都会の位置別データを収集し，
分析する国々の能力を高めるために必要である。 
 
14. 農山漁村女性の経済的エンパワーメントは，
男性と男児，女性団体，草の根団体，協働組合，

民間セクターを含めた関係者とのパートナーシッ

プで追求されるべきである。農山漁村男性と男児

は，女性に対する差別の根絶，家庭並びに地域社

会でのジェンダー平等と女性のエンパワーメント

の推進のために意識を向上する必要がある。とり

わけ，関係者は，農山漁村女性のニーズと問題を

よりよく理解するために，彼女たちとの継続中の

組織的対話にかかわる必要がある。 
 
15. 農山漁村女性が自ら組織できる機能的環境が
醸成される必要がある。特に，農業者団体への女

性の参画とリーダーシップが強化されるべきであ

る。女性農業者を含めた農山漁村女性を都会の市

場と農山漁村協働組合につなげること，及び農業

フェアへの彼女たちの参画を奨励することは，彼

女たちが知識と情報を分かち合い，自分たちの製

品を売り，事業を拡大する手助けとなる。農山漁

村女性を含めたよりよい知識ネットワークが，対

話と洞察，好事例，教訓，革新の分かち合いを通

して農山漁村女性の経済的エンパワーメントに関

する証拠の基盤を強化し，革新的な介入を規模拡

大するために生みだされるべきである。 
***** 

 
 
2 月 28 日(火)午後第 5 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
一般討論 
 ジャマイカ(カリブ海共同体(CARICOM)を代
表)，中国，ナイジェリア，イタリア，オーストリ
ア，英国，ルクセンブルグ，フィリピン，オラン

ダ，ブラジル，グァイアナ，南アフリカ，リベリ

ア，メキシコ，サモア，テュニジア，ガーナ，韓

国，タンザニア連合共和国，ドミニカ共和国，フ

ィジー，スーダン，コーティヴォワール，ニジェ

ール，ホンデュラス，ポルトガル，インドネシア，

ジンバブエ，モロッコ，エチオピア 
 
 
 
 
 

2 月 29 日(水)午前第 6 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
一般討論 
 カナダ，コンゴ，ケニア，エジプト(非同盟運動
を代表)，ブルキナファソ，トーゴ，ギニア，シエ
ラレオネ，パレスチナ，パナマ，トゥヴァル，モ

ザンビーク，カメルーン，バングラデシュ，ペル

ー，ニカラグァ，アイルランド，トルコ，アルゼ

ンチン，パキスタン，オーストラリア，グルジア，

ドイツ，スウェーデン，ノルウェー，フィンラン

ド，インド，米国，ウガンダ，セネガル，国際女

性同盟・CSWニューヨーク議長 
CSWニューヨーク議長(Soon-Young Yoon)のス
テートメント: この前の日曜日，NGO，政府，国
連を代表する 1,100名を超える女性と男性，男児
と女児が，私たちのわくわくする CSW56の始ま
りである婦人の地位委員会フォーラム NGO委員
会のコンサルテーション・デーのために，14丁目
の救世軍に集まった。その翌日，私は若い専門家

リーダーの一人であるナターリアからメッセージ

を受け取った。彼女は，CSWは，私たちが守らな
ければならない貴重な，民主的スペースであると

いう考えを評価していた。彼女は，ミッチェル・

バチェレとレイマー・グボウィーのスピーチは素

晴らしいと考えていた。イラクのライラ・アルカ

ファジが女性の権利擁護者として投獄されたこと

を語った時，ケニアの貧しい農山漁村家庭に生ま

れたニアラザイ・グンボンズヴァンダが，彼女が

学校に通えるようにお姉さんが犠牲になってくれ

たことを語った時，彼女の眼には涙があった。ナ

ターリアは，「私は個人的に感動し，エンパワーさ

れ，エネルギーをもらいました」と述べた。 
 フォーラムからみなさんと分かち合えるメッセ

ージは何だろう? その一つは，新しい世代のリー
ダーが見守り，学び，加わる準備をしていること

であり，CSWに勇気づけられると思うことである。
懐疑主義者たちは，国際的な女性運動は「静か」

で，1995年の北京女性会議から前進するのではな
くて，後ろを向いているなどと言う時に，これは

確信を持たせるものである。 
 もう一つの重要な点は，農山漁村女性と女児の

経済的エンパワーメントには，専門技術的解決以

上のものが必要であろうということである。問題

の核心には，あまりにもしばしば，政策策定者が

農山漁村女性の経済的ニーズを理解できないとい

うことがある。このことは，農業政策が，農山漁

村女性の民族性・宗教・年齢・性的指向・婚姻状

態又は障害の程度の様々な多様性を考慮しない時，
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特に明らかである。 
 先住民族フォーラムの議長であり，今年の NGO 
CSW NYの優れた女性賞の受賞者であるミル
ナ・カニンガムは，コンサルテーション・デーの

彼女の基調講演の中で，先住民族女性にとって，

土地は品物以上のものであり，しばしば地域社会

にとっては神聖な，文化的関係でもあると述べた。

個人のみならず集団の人権が，尊重され，敬意を

払われなければならず，いわゆる持続可能な開発

政策が実施される前の女性の同意の権利も同様で

ある。   
 他の発言者たちは，CEDAWのような国際条約
が，法の姿を変える手助けをしていることを認め

た。しかし，多くの社会で，ジェンダー不平等と

差別が組織的に社会的・文化的制度に埋め込まれ

ている。女性と女児に対する暴力は，紛争地帯で

あろうと自分の家であろうと，暴力を経験してい

る農山漁村女性と女児は，恐怖のために動けなく

されているかも知れないので，経済的な問題であ

る。女性の最も重要な経済的決定は，生む子供の

数であるかも知れない。 
 世界の多くの部分で，農山漁村女性は，紛争及

び紛争後の状況の課題に対して立ちあがっている。

今年のノーベル平和賞受賞者であるレイマー・グ

ボウィーは，コンサルテーション・デーでの演説

で，次のように述べた。「農山漁村女性は，自分た

ちで組織しています。思いつきと可能性の種をま

けばよいだけです。」彼女は，彼女の住んでいる地

域の農山漁村女性が，どこに銃が隠してあるかを

知っているので，軍縮に関する専門家であると述

べた。Femmes Afric Solidariteの創設者であり，
会長でもあるビネッタ・ディオプは，まさに今，

今年のセネガルでの選挙中に暴力が発生すること

を避けるために，早期警告システムを設置してい

る。コンサルテーション・デーのヴィデオによる

演説で述べたように，選挙はますます大規模な暴

力の引き金となっている。彼女は，農山漁村女性

は危険にさらされており，だからこそ村の女性た

ちは新たな選挙紛争の勃発を防ぐために大変な努

力をしているのだと報告した。 
 要点は，よいジェンダー予算編成指標だけでは

十分ではないということである。ジェンダーに優

しい銀行政策は，我々が問題の核心に到達しない

限りうまく作用しないであろう。我々は，平等，

開発，平和の間の関連性をもっと深く理解し，こ

れを公共政策アジェンダであるのみならず個人的

な政策アジェンダにしなければならない。 
 これから，市民社会はこういった問題を継続し

て討議し探求することになる。女児と女性の人身

取引から，家族，高齢者，移動，世代間対話，保

健，持続可能な開発に至るまで，様々な問題に関

する 300以上の NGO CSWフォーラムのパラレ
ル・イヴェントに参加されることを歓迎する。ま

た，「平等・開発・平和のための世界の女性」を祝

う，セカンド・アヴェニューでの 3月 8日の国際
女性デーの行進に皆さんをお招きする。そのうち，

我々は，国際的な女性運動が，元気はつらつとし

ていることを世界に知らしめなければならない。 
  
ランチ・タイムパネル 
 
専門家パネル 
 テーマ: 女性と女児に対するあらゆる形態の暴
力の根絶と防止 
 司会: Ms. Irina Velichko委員会副議長 
 パネリスト:  
    1. Dr. Nduku Kilonzoケニア・リヴァプール 

VCT 
    2. Ms. Marai Larasi英国，女性に対する暴力 

根絶連合 
   3. Dr. Margarita Quintanillaニカラグァ 

PATH/InterCambios 
   
  司会者の概要 
  
1. 2012年 2月 29日に，婦人の地位委員会は，2013
年の委員会の優先テーマの準備として，検討され

るべき問題を討議する機会を提供するために，「女

性と女児に対するあらゆる形態の暴力の根絶と防

止」に関する専門家パネルを開催した。委員会副

議長のMs. Irina Velichkoが司会を務めた。パネ
リストは，ケニアのリヴァプール VCTの Dr. 
Nkuku Kilonzo，英国の女性に対する暴力根絶連
合のMs. Marai Larasi，ニカラグァの
PATH/InterCambiosの Dr. Margarita 
Quintanillaであった。ジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメントのための国連機関(UN-Women)事
務局長のMs. Michelle Bacheletが閉会の言葉を
述べた。加盟国，地域政府間機関及び市民社会の

代表が，討議に貢献した。 
 
2. パネリストのプレゼンテーションは，暴力の被
害者/サヴァイヴァーのためのサーヴィスの提供
と初期防止を中心とした。参加者たちは，下記に

概説する質問と問題を明らかにしたが，これは，

第 57回委員会のための準備でさらに調査される
べきである。彼らは，全ての関係者が，女性と女

児に対するあらゆる形態の暴力の防止と根絶を促

進する具体的措置を取り，サーヴィス提供の領域

でも，初期防止の領域でも，とられた措置のイン

パクトと達成された結果のインパクトを監視し，

評価するべきであることを強調した。 
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3. 発言者たちは，女性と女児に対する暴力は，世
界で最も広がった人権侵害の一つであり，構造的

ジェンダー不平等と差別に根があることを確認し

た。国別データは，女性 10人中 7人もが，生涯の
ある時点で，身体的・性的暴力を経験していると

報告していることを明らかにしている。この問題

に対処する世界的コミットメントが増えているに

もかかわらず，限られた資金，加害者の刑事責任

免除及び被害者/サヴァイヴァーのサーヴィス・司
法・効果的賠償へのアクセスに対する障害のよう

な，そのような暴力を防止し，根絶することに対

する課題が根強く続いている。従って，準備パネ

ルのテーマは，女性に対するあらゆる形態の暴力

とその未来の世代に与えるインパクトを減少させ，

究極的には根絶するための道筋をつける際に助け

となるのみならず，ジェンダーに基づく暴力を受

けた女性と女児の質の高い支援と司法へのアクセ

スをよりよく保障できる特に重要なギャップ，戦

略，方向，有望な実例を中心とした。 
 
4. 社会と経済のみならず，被害者/サヴァイヴァー
にとっての女性に対する暴力の破壊的コストと結

果及び国の開発の多くの側面へのそのインパクト

を仮定すれば，女性と女児に対する暴力の根絶は， 
包括的な，多部門的取組を通して，献身的に対処

されなければならない。さらに，そのような努力

は，とりわけ，貧困削減，保健(リプロダクティヴ・
ヘルス，妊産婦死亡と HIV/エイズの防止を含む)，
教育，経済開発を達成することを目的とする国内

政策，計画，予算全体に亘っても統合されなけれ

ばならない。 
 
支援サーヴィスの提供 
 
5. 多くの国々で歴史的にサーヴィス提供の最前
線にあった女性団体及びその他の NGOのパイオ
ニア的作業に基づいて，女性と女児の暴力被害者/
サヴァイヴァーに支援サーヴィスを提供する際に，

注目すべき進歩が遂げられている。しかし，サー

ヴィス提供は，しばしば，不適切な支援と資金提

供しか受けられず，従って，サーヴィスは依然と

して，質や範囲が限られたままである。さらに，

多くの場合，傷害を調べたり，治療したりするた

めに必要な物資又は妊娠や HIVを含めた性感染
症を防止するための薬剤が利用できない。そのよ

うなサーヴィスへのアクセスは，農山漁村又は遠

隔地域の女性又は民族的マイノリティに属する女

性のような周縁化されたグループの女性，先住民

族女性，移動女性，人身取引の被害者/サヴァイヴ
ァー，思春期の少女及び障害を持つ女性又は HIV/
エイズ感染女性にとっては特に問題となる。その

ような母集団に到達するには，よりよい取組が開

発される必要がある。 
 
6. 支援サーヴィスの提供への権利に基づくジェ
ンダーに配慮した取り組みが必要とされる。サー

ヴィスは、暴力のさまざまな表れに対応するべき

である。サーヴィスは、重複する形態の差別を受

けている被害者/サヴァイヴァーの多様なニーズ
と権利に応えるように、それに応じて向けられる

べきである。 
 
7. 地域社会には、女性と女児に対する暴力に対応
する際にきわめて重要な役割がある。暴力に対す

る地域社会の対応を強化するために、女性と女児

に対する暴力に対処する際に伝統的には可視性の

ある公的役割とは考えられてこなかった地域社会

と地方の指導者のさらなるかかわりが必要である。

同時に、サーヴィスの提供において、草の根団体・

女性団体によって行われる基本的作業が、サヴァ

イヴァーを支援する人の安全を保障する必要性を

特に強調して、完全に認められる必要がある。 
 
8. ワン・ストップ・センターを通したり、統合さ
れたサーヴィスを通したりするように、サーヴィ

ス提供のさまざまなモデルがある。すべての場合

に、「すべてに当てはまる」取り組みを避けること

が重要である。実際には、決定は「これか、あれ

か」であってはならず、地方の状況に合わせたサ

ーヴィスの型の最高の組み合わせでなければなら

ない。そのような最高の組み合わせを開発し、利

用できるようにするために更なる作業が必要であ

る。 
 
9. サーヴィス提供者の訓練が、ケアの質を高める
ために重要である。しかし、この領域での努力は、

普通はばらばらで制度化されていない。国のカリ

キュラムにサーヴィス前の訓練を含めたり、ガイ

ドラインや計画案を出したりするようなサーヴィ

ス提供の能力を強化するさまざまな手段をとるこ

とができる。そのような努力は，一般的な意識向

上とサーヴィス提供者のための専門訓練との間を

明確に区別する必要がある。好事例が存在しさら

なる改善のための基礎として役立てることができ

る。 
 
10. セクターに亘る調整が限られていることが，
依然として質の高いサーヴィスに対する障害とな

っている。この点で，異なったセクターと関係者

を調整し，サーヴィス提供と国内の通報枠組みを

調和させる権威をもった中心的機関の指定が提供

を強化し，説明責任を高めることを経験が示して
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いる。専門 NGOの専門知識と知識を土台とし，
これを支援するべきである。サーヴィスを提供す

る市民社会と民間セクターとの及び市民社会と民

間セクターの間の調整と相談を強化することも必

要とされる。ジェンダーに基づく暴力は，とりわ

け，保健・司法・安全保障を含めたセクター内及

びセクター全体に亘るサーヴィス提供の優先事項

として確立されるべきである。 
 
11. 強化された調整も，支援サーヴィスの監視と
評価を改善する基本である。データ収集ツールの

開発を導き，サーヴィス提供の効果を測定するた

めに共通に用いられる地方と国内の指標の不在が，

依然として根強い課題である。財源不足のために，

サーヴィス提供のインパクトの調査と証拠の収集

が依然として限られており，従って，成功する可

能性のあるモデルを見習い，規模拡大することを

妨げている。 
 
初期防止  
 
12. 被害者/サヴァイヴァーへの支援サーヴィスの
提供において，ある程度の前進が遂げられたが，

初期防止がまだしなければならない作業が多く残

っている領域である。個人，家族，地域社会，社

会の保健，社会的・経済的福利のかなりのコスト

を仮定すれば，まず暴力が起こることを防止する

ことが，絶対に必要である。初期防止への投資は，

対費用効果のみならず，高い社会的・経済的開発

の見返りの可能性を持つ。初期防止イニシャティ

ヴへの投資は，既に資金の少ない支援サーヴィス

からそれるべきではない。そのような投資には，

特定の状況での効果的取組の増えてはいるが限ら

れている証拠の集合体を拡大するために，既存の

初期防止イニシャティヴの監視と評価への重点も

含まれるべきである。防止努力の好事例とよりよ

い理解は，この必要な作業の領域を拡大する手助

けになることができる。 
 
13. 意識向上イニシャティヴは，初期防止努力の
重要な出発点であるが，社会の変革を達成するに

は不十分である。防止への組織的で維持される取

組が緊急に必要とされる。これは，カリキュラム，

全学習環境，より広い地域社会に女性と女児に対

する暴力の防止を統合する「全校的」プログラム

を通し，幼い時からの女児と男児との協力を伴う。

「全校的」取組は，学校全体を通してリーダーシ

ップと開発を支援し，ロールモデルとして役立つ

母親，父親，その他の家族及び地域社会の構成員

のような成人のかかわりを通して，日常の活動に，

ジェンダー平等と女性と女児に対する暴力の絶対

的不寛容を埋め込む。 
 
14. ジェンダー役割を形成する際のメディアとポ
ップ・カルチャーの役割を仮定すれば，女性に対

する暴力を防止し，ジェンダー平等を推進し，メ

ディアにおける女性の性的対象化と商品化を含め，

ジェンダー・ステレオタイプに対処する際に，メ

ディアと娯楽産業にかかわることが極めて重要で

ある。社会変革のためのコミュニケーションは，

ステレオタイプの態度と行動パターンを変える際

の手助けができる。ニュー・テクノロジー，社会

メディア，社会ネットワーク・ツールは，そのよ

うな努力にとって特に有望である。社会変革と防

止のための効果的コミュニケーションの領域での

限られた専門知識と能力，適切なツールと方法論

は，依然として重要な課題であり，進歩を達成す

るために絶えず注意する必要がある。 
 
15. 行動変容を意図する様々な場のプログラムは，
低・中所得国における有望な例が示しているよう

に，女性と女児に対する暴力の初期防止が可能で

あることを示している。この点で，南南・南北協

力は有望な実践例の交換を促進できる。これらに

は，多面的メディアと地域社会の動員イニシャテ

ィヴ，男性と男児をかかわらせること，人々の態

度を変えることを目的とする学校を基盤としたプ

ログラムが含まれる。 
 
16. 参加者たちは，2013年の優先テーマの準備で
検討されるべきいくつかのさらなる問題を提起し

た。その中には，①例えば，移動，組織犯罪，特

に人身取引から生じる問題のような女性と女児に

対する暴力の新しい形態に対処する必要性，②非

国家行為者による拷問，③女性と女児に対する暴

力を明らかにしたことを取り巻く恐怖・恥・汚名，

及びこれらを効果的に克服し，サーヴィスが利用

できるところで助けを求める行為を推進する方法，

④加害者を再統合し，暴力の再発を防止するため

の効果的取組，⑤女性と女児に対する暴力防止に

おける軍と制服を着た職員の役割と責任，⑥慣習

法や慣行を女性の人権と正規の法的・政策的枠組

みと両立させる効果的措置と取組があった。 
 
17. 2011年に採択された女性に対する暴力及び
DVを防止し，これと闘う欧州会議条約(「イスタ
ンブル条約」)に注意がむけられた。この条約は，
初期防止と支援サーヴィスをカヴァーする女性と

女児に対する暴力に対処する包括的措置の実施を

要請する法的に拘束力のある条約である。 
***** 
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2 月 29 日(水)午後第 7 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
専門家パネル討論 
 テーマ: 農山漁村女性のエンパワーメントのた
めのジェンダーに対応したガヴァナンスと制度の

役割 
 司会者: Mr. Filippo Cinti委員会副議長(イタリ
ア) 
  パネリスト: 
    1. Ms. Bintou Nimagaマリ女性子ども家族
問題省技術顧問 
  2. Mr. Andres Teodoro Wehrle Rivarolaパラ
グァイ農業家畜省政務官 
  3. Ms. Lilly Be’Soerパプアニューギニア変革
の声創設者・ハイランド地域人権擁護者ネットワ

ーク事務局長 
  4. Mr. Victor Lutencoモルドヴァ共和国内閣
府顧問 
 討議参加国: 韓国，スワジランド，イタリア，
イスラエル，ロシア連邦，フィリピン，ガンビア，

コンゴ民主共和国，米国，日本，ヨルダン，南ア

フリカ，パキスタン，フィンランド，トーゴ，ナ

イジェリア，カナダ，スイス，ニュージーランド，

ブラジル，パレスチナ，欧州連合 
 討議参加 NGO: 女性開発フォーラム，ソロプテ
ィミスと・インターナショナル，ナイジェリア女

性コンソーシアム(女性提唱者調査文書化センタ
ーも代表)，日弁連，チャド Agir pour 
l’environment，教育インターナショナル，Mujer 
para la Mujer A.C.(Lideres Influyendo 
Diferenteも代表) 
 
  パネリスト回答 
 
司会者の概要 
 
1. 2012年 2月 29日に，婦人の地位委員会は，「農
山漁村女性のエンパワーメントのジェンダーに対

応したガヴァナンスと制度の役割」というテーマ

で意見交換専門家パネルを開催した。この意見交

換パネルは，委員会の優先テーマ「農山漁村女性

のエンパワーメント及び貧困と飢餓の根絶，開発，

現在の課題におけるその役割」の検討の一部であ

った。 
 
2. 委員会副議長のMr.Filippo Cintiが討議の司会
を務めた。パネリストは，マリの女性・子ども課

題省のジェンダーと女性の経済的エンパワーメン

ト技術顧問のMs. Bintou Nimaga, パラグァイ農

業家畜省農業政務官のMr. Andres Teodoro 
Wehrle Rivarola，パプアニューギニアの NGO変
革の声の創設者であるMs. Lilly Be’Soer及びモル
ドヴァ共和国の内閣府顧問のMr. Victor Lutenco
であった。 
 
3. 発言者たちは，農山漁村女性が，開発課題，貧
困，飢餓及び経済・金融危機，不安定な食料価格，

気候変動を含めた最近の世界危機への対応を形成

する際に極めて重要な役割を果たしていることを

確認した。農山漁村女性のエンパワーメントには，

その家族，地方のコミュニティ及び国の経済を含

め，かなりの利益がある。しかし，農山漁村女性

は，その人権の完全享受に対するかなりの障害に

継続して直面している。農山漁村女性の可能性を

解き放つためには，不平等なジェンダー関係を変

え，女性に平等な権利と機会を否定する公的制度

を変えるという目標を持って，ジェンダーに対応

したガヴァナンスと制度を通した機能的な政策環

境の必要性がある。 
 
4. 参加者たちは，ガヴァナンス・プロセス，政策，
法律及びサーヴィス提供が，ジェンダーに対応し

ていることを保障する重要な戦略として，ジェン

ダー主流化を強調した。ますます多くの国々が，

貧困削減戦略と国内開発計画のような農山漁村の

女性に影響を及ぼす国内政策にジェンダーの視点

を主流化している。国内ジェンダー平等政策の中

には，農山漁村女性を対象とした特別規定を含め

ているものもある。ジェンダー・ユニット又はジ

ェンダー・フォーカル・ポイントが，主流化戦略

の実施を支援するために，関係府省に設置されて

いる。 
 
5. 同時に，部門別政策をジェンダー平等政策と連
携させる際に課題が残っており，農山漁村女性の

エンパワーメントへの包括的で，統合力があり，

多面的な取り組みを確立するには一致した努力が

必要とされる。差別的な法律や政策は，見直し，

改正する必要がある。国際貿易・マクロ経済政策

を含め，すべての部門別開発計画と政策は，もっ

と組織的に農山漁村女性の状況を考慮に入れる必

要がある。 
 
6. 法的・政策的枠組みの前進は，必ずしも効果的
実施を伴うものではない。参加者たちは，既存の

国内法，特に女性の土地と相続へのアクセスに関

する国内法のみならず，各国政府がコミットして

いる国際条約や協定を完全に実施する必要性を強

調した。さらに，女性には既存の法律と政策及び

自分の権利を主張する能力について知識を持つ必
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要がある。 
 
7. ジェンダーに対応した予算編成は，農業セクタ
ーを含め，あらゆる部門領域で，女性のための結

果を伝える効果的ツールである。この目的で，各

国政府は，政府の役人及びサーヴィス提供者の間

で，ジェンダーに対応した予算編成の能力を築き，

強化する必要がある。公的資金の増額は，農山漁

村女性のニーズに対応する政策とプログラムの実

施に向けられるべきである。農山漁村女性を支援

し提唱する機関，特にジェンダー平等のための国

内本部機構と関係府省内のジェンダー・ユニット，

ジェンダー・フォーカル・ポイントも，適切に資

金提供される必要がある。 
 
8. 参加者たちは，農山漁村女性の利益のために，
農山漁村女性及び女性団体との相談と対話を通し

て，農山漁村地域でのニーズ評価の利用を高める

ことを要請した。農山漁村地域で行われる調査は，

農山漁村女性が直面している多面的なニーズと課

題を明確にし，よりよく理解することにつながり，

政策策定を特徴づけるために利用されるべきであ

る。農山漁村女性によって行われる労働の多くは

無償労働であるので，農山漁村開発と食糧の安全

保障におけるそのような労働の重要な役割を仮定

すれば，国民勘定制度にこの貢献を反映させるさ

らなる努力が必要とされる。国内統計局の能力が，

性別データを収集し，家庭調査にジェンダーの視

点を統合するために強化されるべきである。 
 
9. グッド・ガヴァナンスの核心的要素としての説
明責任は，作業が失敗した場合の矯正行動又は救

済策のみならず，政策策定・実施・サーヴィス提

供における政府の作業の監視と評価を必要とする。

ジェンダーに対応した説明責任枠組みの状況で，

政府当局の決定は，男女のニーズと利益に対して

評価される必要がある。多くの国々で，ジェンダ

ー平等のための国内本部機構は，ジェンダー平等

のための政府の行動を監視し，評価している。関

係府省が政策とプログラムのジェンダー対応性を

監視し評価するところにも実例が存在する。ジェ

ンダーに配慮した指標が，そのような監視と評価

の基礎として用いられることもあり，ジェンダ

ー・インパクト評価が，説明責任を確保するもう

一つのツールである。しかし，監視メカニズムと

活動への首尾一貫した資金提供を含め，農山漁村

女性をエンパワーする際に遂げた進歩を組織的に

評価する一致した努力がまだ必要である。 
 
10. 世界の多くの部分の農山漁村女性は，水と衛
生，社会保護，金融サーヴィス，教育及びヘルス

ケアを含めた基本サーヴィスとインフラ，情報と

技術にアクセスする際に継続して障害に直面して

いる。参加者たちは，例えば助成金又は条件付き

現金給付を通して，農山漁村女性を直接的に対象

とするプログラムを含め，様々なイニシャティヴ

を強調した。 
 
11. 食糧の保存・加工・箱詰めと包装・マーケテ
ィングのような活動のスキル訓練と能力開発が実

施されている国々もある。参加者たちは，受益者

との直接的な相談を通して，よりジェンダーに対

応した地方の母集団のニーズに向けたものになる

ように，既存のサーヴィス提供構造を変える努力，

農山漁村女性の優先事項とニーズによりよく対応

できるように，サーヴィス提供者の能力も築く努

力を討議した。他の国々のワン・ストップ・サー

ヴィス・センターに似たモルドヴァ共和国の「一

つの窓口」モデルという一つの例は，土地の登記，

改良普及サーヴィス，労働検査，起業開発，雇用

サーヴィスを含めた様々なサーヴィスを農山漁村

男女が楽にアクセスできる一つの場所で提供して

いる。農山漁村地域の男女のための育児休業，育

児サーヴィスの拡大のような家族に優しい政策は，

農山漁村女性が有償労働を探して得る機会を生み

だしている。 
 
12. サーヴィスへのアクセスに加えて，土地，金
融と貸付，器具と設備を含めた生産財への農山漁

村女性のアクセスと管理は，そのエンパワーメン

トにとって極めて重要である。ジェンダーに配慮

した土地改革と土地資格プログラム，特別オンブ

ズパースン及び土地の権利裁判所は，農山漁村女

性の土地へのアクセスと所有権を強化することに

貢献している。農山漁村女性を対象とした特別資

金・小額貸付プログラムは，貸付と金融へのその

アクセスを拡大し，必要な器具や設備を購入でき

るようにしている。農山漁村女性の生産財へのア

クセスを制限したり，否定したりし続けている文

化的規範と差別的制定法に対処する努力も払われ

ている。 
 
13. 政府及び地方自治体，公共行政及びサーヴス
提供への女性の参画は，女性の権利・優先事項・

ニーズへの制度の対応性を確保し，政策とプログ

ラムのジェンダー対応性の強化に貢献する。しか

し，農山漁村女性は，歴史的・社会的・制度的障

害，非正規ネットワークへのアクセスの欠如及び

文化的規範と女性に対する偏見のために，意思決

定の地位，プロセス，機関にはしばしば不在であ

る。先住民族女性のような農山漁村地域のあるグ

ループの女性は，意思決定への参画に関してさら
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なる障害に直面するかも知れない。女性は，訓練

の欠如，文化的制約，権利と機会についての知識

の欠如のために，主流の農業者団体，協働組合及

びその他の農山漁村機関の会員として，指導的地

位には依然として数が少ない。農業協働組合及び

その他の農山漁村協会とネットワークへの女性の

参画とリーダーシップを高める一致した努力と効

果的戦略が必要とされる。 
 
14. 国内及び地方レヴェルで公的及び政策策定プ
ロセスへの農山漁村女性の参画を強化する措置が

取られている。クォータ制，基準及びその他の一

時的特別措置は，特に憲法及びその他の法文書に

含まれる時には，政治と公的生活への女性の参画

のかなりの増加につながっている。女性の議会コ

ーカス又は委員会は，農山漁村女性の問題を討議

し強調しており，国会や地方議会への女性の参画

とリーダーシップを推進している。例えば，参加

型取組と基盤の広い農山漁村女性との相談を通し

て，政府のあらゆるレヴェルの農地改革と予算プ

ロセスへの農山漁村女性の効果的参画を増やすた

めに，もっと対象を絞った努力が必要とされる。 
 
15. 農山漁村地域の女性団体とネットワークは，
変革を起こし，農山漁村女性の生活を変える際に

重要な役割を果たしている。その仕事は，緊急事

態状況，紛争及び自然災害において，女性の基本

的ニーズに対処することから，女性に対する暴力

をなくし，女性の経済的エンパワーメントを推進

し，その政治参画とリーダーシップを推進するこ

とにまで亘っている。これら団体がその能力を築

き，そのイニシャティヴを維持し規模拡大し，適

切な資金を確保し，これら団体間の協力と協働を

育成するよう支援が必要である。 
 
16. 文化的規範と態度及び家父長的伝統が，農山
漁村女性のエンパワーメントにかなりの課題を提

起している。広がるジェンダー・ステレオタイプ

を根絶し，女性を差別する規範と伝統を変えるた

めには効果的戦略が必要である。ジェンダーに配

慮した学校のカリキュラム，農山漁村指導者の支

援及び意識向上努力が態度の変容及びジェンダー

平等と女性のエンパワーメントへの社会的支援に

貢献している。 
 
17. 参加者たちは，農山漁村女性のエンパワーメ
ントと権利を推進する努力において，幅広い関係

者の間にパートナーシップを築くことの重要性を

強調した。南南協力は，開発途上国が，農山漁村

地域の共通の課題に対処する際に，経験と好事例

を分かち合うための重要な方法である。各国政府，

国連機関，市民社会，民間セクター，学界の間の

協働が，政府機関・非政府機関内で農山漁村女性

の声を支援するために強化される必要がある。農

山漁村女性の権利とエンパワーメントを推進する

ためには，男女間のパートナーシップが築かれる

べきである。好事例と戦略が，農山漁村女性をエ

ンパワーする努力に男性をもっと動員するために，

開発され，分かち合われる必要がある。 
***** 

 
 
3 月 1 日(木)午前第 8 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
専門家パネル討論 
 テーマ: 第 52回婦人の地位委員会合意結論の実
施: ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの
ための資金調達: 各国の経験を中心に 
 司会者: H.E. Carlos Enrique Garcia 
Gonzalez(エルサルヴァドル)委員会副議長 
 パネリスト: 
    1. Mr. Mohamed Chafikiモロッコ経済財務
省調査金融予報省部長 
  2. Ms. Maria Dolores Almeidaエクアドル財
務副大臣 
  3. Dr. Ing Kantha Phaviカンボディア女性
課題大臣・カンボディア女性国内評議会会長 
  4. Mr. Gerhard Stegerオーストリア連邦財
務省予算公共金融事務局長 
 討議参加国: ドミニカ共和国，イラン・イスラ
ム共和国，コンゴ民主共和国，ジンバブエ，中国，

イスラエル，韓国，フィリピン，ロシア連邦，イ

タリア，エルサルヴァドル，米国，ノルウェー(北
欧諸国を代表)，南アフリカ，モロッコ，エチオピ
ア，パキスタン，スイス，ヨルダン，パラグァイ，

インドネシア，カナダ，ポルトガル，パナマ，ナ

イジェリア，ケニア，コンゴ，メキシコ 
 討議参加 NGO: 教育インターナショナル，
Federation europeenne des femmes actives au 
foyer, 精神障害者ライフ・ヘルプ国際連合「セイ
ル・オヴ・ホープ」，Mujer para la Mujer A.C.(Vida 
y Familia de Guadalajara A.C.，Mision Mujer 
A.C.も代表) 
  パネリスト回答 
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3 月 1 日(木)午後第 9 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
専門家パネル討論 
 テーマ: 第 52回婦人の地位委員会合意結論の実
施: ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの
ための資金調達: 国際団体及び多国間開発パート
ナーの視点から見たジェンダー平等のための資金

調達における進歩を中心に 
 司会: Ms. Irina Velichko (ベラルーシ)委員会副
議長 
 パネリスト:  

1. Ms. Lydia Alpizar開発における女性の権
利協会理事長 

2. Ms. Jeni Klugman世界銀行ジェンダー開
発部長 

3. Ms. Patti O’Neill経済協力開発機構
(OECD)開発協力部政策課課長代理 

4. Ms. Saraswahti Menon UN-Women政
策部部長 

5. Ms. Liane Schalatek北米 Heinrich Boll
財団部長補佐 
 意見交換対話参加国: イスラエル，フィリピン，
アイスランド(北欧諸国を代表)，南アフリカ，スイ
ス，モロッコ，カナダ，パキスタン，ウガンダ，

ケニア，オーストラリア，ソロモン諸島，メキシ

コ，欧州連合 
 意見交換対話参加 NGO: 国際労働組合連合(教
育インターナショナル，公共サーヴィス・インタ

ーナショナルを代表)，農山漁村開発リーダーシッ
プ・ネットワーク，国際行政学協会，人権提唱者

Inc., 開発途上国との協力ヒューマニスト研究所
(Hivos)(E-クォリテ，Federatie van Nederlandse 
Verenigingen tot Integratie van 
Homoseksualiteit COC オランダ，オランダ女性
利益協会，女性の仕事と平等な市民権，

Nederlandse VrouwenRaad, オックスファム
Novib, Tiyeインターナ 3ョナルを代表) 
  パネリスト回答 
 
司会者の概要 
 
国際団体と多国間開発パートナーの視点か

らのジェンダー平等と女性のエンパワーメ

ントのための資金調達における進歩  
 
1. 2012年 3月 1日に，婦人の地位委員会は，2008
年の第 52回委員会で採択されたジェンダー平等
と女性のエンパワーメントのための資金調達に関

する合意結論(E/2008/27-E/CN.6/2008/11，第 I章，

セクションA)の実施における経験を討議するため
に，意見交換対話を開催した。意見交換対話は，2
つのパネル討論という形で開催された: 最初のパ
ネル討論は，合意結論実施における国内の経験を

中心とした。本報告書の焦点である 2つ目のパネ
ル討論は，合意結論実施における国際団体と多国

間開発パートナーの経験に対処した。 
 
2. このパネル討論は，Ms. Irina Velichko(ベラル
ーシ)が司会を務めた。パネリストには，開発にお
ける女性の権利協会事務局長のMs. Lydia 
Alpizar Duran，世界銀行ジェンダーと開発部長の
Ms. Jeni Klugman, ジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメントのための国連機関(UN-Women)の
政策部長のMs. Saraswathi Menon，北米のハイ
ンリッヒ・ボル財団の副部長であるMs. Liane 
Schalatek及び OECD/DACのジェンダー平等ネ
ットワーク・コーディネーターのMs. Patti 
O'Neillが含まれた。 
 
3. ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの
ための資金調達に関する 2008年の合意結論に含
まれているように，ジェンダー平等と女性のエン

パワーメントへの投資を増額する要請は，政策と

アドヴォカシーを強化するのみならず，ジェンダ

ー平等にコミットした資金を拡大し，そのような

資金を追跡する能力を高め，そのような資金調達

のインパクトと様々な関係者の間のパートナーシ

ップを強化するための国際団体・多国間団体から

の様々な対応という結果となっている。以下の概

要は，重要な前進を強調し，残る課題を指摘し，

国際団体と多国間開発パートナーによる 2008年
の合意結論の実施を促進するための勧告を概説す

る。 
 
実施において遂げられた進歩  
 
4. 討論中に，ジェンダー平等を制度的優先事項と
して位置付け，ジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントへの投資を増やす最近の進歩が認められ

た。例えば，世界銀行は，構造的ジェンダー不平

等に対処するに必要な政策的・制度的・財政的措

置を実施する際に，第 4回世界女性会議以来の進
歩を示した。 
 
5. ジェンダー平等のための資金の追跡と援助の
流れに関する情報の利用可能性においてかなりの

進歩が遂げられている。OECDによる 1991年の
ジェンダー平等マーカーの導入は，ジェンダー平

等を中心とした二国間援助の額の増加という結果

となり，2011年には，セクターに配分できる援助
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の 31%に達した。いくつかの国連基金と計画の既
存の経験を土台とした国連システム全体のジェン

ダー平等マーカーを開発するという継続中の努力

は，ジェンダー平等のための資金調達に対する制

度的コミットメントと説明責任を強化する可能性

を持つ。 
 
6. 援助管理政策とシステムにジェンダー平等措
置と基準を含めるようなジェンダー平等の推進を

目的とする援助の質を改善するためのメカニズム

とプロセスを設立する際の経験の集大成も増えて

いる。 
 
7. 国連システムのいくつかの機関，特に UN- 
Womenと国連開発計画によって，国レヴェルで，
ジェンダーに対応した企画，予算編成プロセス，

追跡への支援を拡大する際にも，大きな進歩が遂

げられている。これら努力は，ジェンダー平等の

ための資金調達の増額を促進し，根の深い構造的

不平等を変えることを含め，究極的には女性と女

児のために結果を出す方法として，一般に認めら

れている。 
 
8. ジェンダー平等提唱者の努力は，気候資金調達
の領域で，ジェンダーに対応した措置を通して，

ジェンダーによって異なるインパクトに対処する

必要性が広く認められるようになったという結果

となっている。気候資金調達メカニズム，特に新

しいグリーン気候基金のガイドラインと業績指標

にジェンダーの視点を組織的に含めるための突破

口が生みだされている。この基金は，ジェンダー

の視点を初めからその権限と事業手続きに統合す

ることにより，今後のモデルを確立することがで

きよう。 
 
9. 二国間・多国間ドナー，助成金を出す国際 NGO，
財団，企業，女性基金，個人の慈善家が共に努力

して，ジェンダー平等と女性のエンパワーメント

のために利用できる資金提供の流れの増加に貢献

している。こういった資金は，女性団体のみなら

ず，各国政府にも利益を与えている。各国政府，

女性 NGO，新しい行為者，特に民間セクターをか
かわらせる革新的なパートナーシップが開発され

ている。これらパートナーシップは，新しい資金

提供源を切り開く見込みがある。 
 
10. ジェンダー平等のための資金調達のための追
跡システムの開発と利用は，性別データとジェン

ダーに特化した情報の利用可能性を高め，貢献し

ている。そのようなデータと情報は，ジェンダー

平等のための資金調達の透明性と説明責任を強化

し，何に効果があるのか，とられた措置のインパ

クト，達成された結果についての知識ギャップを

埋めるために極めて重要である。追跡と監視シス

テムを通して生みだされたデータは，戦略的・政

策的レヴェルで意思決定過程を特徴づけ，影響を

及ぼし，プログラムとプロジェクトを形成するた

めの証拠をますます多く提供している。 
 
11. 2011年に韓国の釜山で開催された第 4回援助
効果高官フォーラム及びその結果としての効果的

開発協力のための釜山パートナーシップは，開発

プログラムを通して，ジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメントの達成を促進するための行動に対

する公約を強化する際の大きな前進を示した。釜

山成果文書は，政策決定を特徴づけ，投資を導く

ための性別データの強化された収集，普及，調和，

利用という結果となることが期待されている。成

果文書の監視取り決めを設定するための2012年6
月という期限は，ドナー国全体に亘ってこういっ

たデータ収集と監視方法をさらに組織化するため

の大きな機会である。 
 
実施におけるギャップと課題  
 
12. 2008年の合意結論の実施における進歩にもか
かわらず，意見交換対話は，いくつかの懸念も明

らかにした。経済・金融危機のインパクト，不十

分な政治的意思，世界・国内開発アジェンダにお

けるジェンダー平等目標の不適切な優先順位は，

実際の資金の利用可能性で明らかであり，これは

ニーズに追いついていない。そのような資金提供

の欠如は，開発における女性の権利協会によって

行われたもののような最近の調査や事例において

も示されている。例えば，ここ 4年に亘って，二
国間・多国間パートナーからの資金提供への女性

団体のアクセスは依然として限られている。UN- 
Womenのための資金提供は，設立から 2年近く
たっても，依然としてターゲットよりかなり下回

ったままである。 
 
13. 非常に有用ではあるが，ジェンダー平等資金
提供とジェンダーに対応した資金調達を追跡する

ための既存のマーカーは，まだ，ジェンダー平等

の結果又はプログラムやプロジェクトのインパク

トと結果を測定できない。評価，監査，見直しを

含む開発援助の質とインパクトを効果的に測定で

きるツールが欠けている。業績を監視するために

設立された枠組みと基準は，めったにジェンダー

に配慮した指標を統合していることはない。既存

のジェンダー平等マーカーも，直接的な予算支援

として支払われる ODAのジェンダー平等の側面
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を捉えることはできないし，人道援助・緊急事態

援助のジェンダー平等の側面も捉えることができ

ない。 
 
14. さらに，二国間・多国間ドナー国及び国連機
関が採用している報告・監視・追跡システムは，

依然として国内システムからは大きくかけ離れた

ままであり，従って受領国の報告への重荷を増し

ている。 
 
15. 多くの女性団体，特に草の根の団体とサーヴ
ィス提供団体は，様々なドナー国により提供され

る普通大きな助成金にアクセスするための複雑な

要件に従う技術的能力を欠いている。特に開発途

上国の多くの女性団体は，未だにごくわずかの予

算で活動しているので，小額の助成金又は献身的

な女性基金の欠如又は制限された利用可能性は，

継続してその資金へのアクセスを制限され続けて

いる。 
 
16. 資金調達決定へのジェンダー平等提唱者の包
摂に前進はあるものの，資金調達に関連する意思

決定への女性の参画に関する合意結論からの勧告

に応えるためには，もっと多くのことを行う必要

がある。 
 
実施を促進するための勧告  
 
17. 経験と好事例を基に，参加者たちは，合意結
論の実施を促進するための様々な行動を勧告し

た: 
  (a)現在のマクロ経済枠組みと政策を批判的に
調査し，ジェンダー平等のための適切な資金と調

達を確保する財政スペースを拡大する政策を採用

すること。 
 
 (b)金融取引への課税又はジェンダー平等目標
のバランスを取り，これを中心とする官民パート

ナーシップのようなジェンダー平等のための資金

調達への革新的取組を探求すること。 
 
 (c)ジェンダー平等への投資を増やし，経済・生
産セクターを含めるために，社会セクターを超え

てジェンダー平等への支援の範囲を拡大すること。 
 
 (d)受領国政府と市民社会団体にかかる監視・報
告の重荷を減らすために，国際団体及び多国間・

二国間ドナー国の既存の追跡システムを調和させ

るために活動すること。 
 
 (e)追跡・監視システムを通して生みだされるデ

ータの分析と利用を強化し，確保し，戦略的・政

策的レヴェルでの決定を特徴づけ，影響を与え，

実用レヴェルでプログラムとプロジェクトを形成

するために，そのアクセス可能性を改善すること。 
 
 (f)援助管理手段とプロセス及び合同援助調整メ
カニズムが，ジェンダー平等の優先事項を適切に

反映し，対処することを保障すること。 
 
 (g)特に公共セクター改革の状況で，ジェンダー
に配慮した予算編成の取組を実施する国内努力の

ために，国連システムと多国間及びその他の行為

者からの支援を強化すること。 
 
 (h)ODAの一部として，ジェンダー平等のため
の資金調達の測定できるターゲットを設定するこ

と。 
 
 (i)国連の計画と多国間支援によって提供される
支援を通して，ジェンダー平等において達成され

たインパクトと結果を評価するツールの開発と利

用に投資すること。 
 
 (j)UN-Womenがそのマンデートを効果的に果
たすことができるように，UN-Womenへの資金
提供を確保すること。 
 
 (k)ジェンダー平等を推進するために，予算配分
と支出を追跡するための国連システム全体に亘る

マーカーの採用に向けた努力を加速すること。 
 
 (l)特に持続可能な資金提供の公約により，女性
団体のための支援を強化・拡大すること。 
 
 (m)小さな草の根団体と周縁化された女性グル
ープと協力している団体に，小額助成金窓口，ク

ォータ制又は「再助成」メカニズムのような資金

へのアクセスがあることを保障する特別規定を設

置すること。 
***** 

 
 
3 月 2 日(金)午前第 10 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
一般討論 
 スペイン，ウルグァイ，マリ，アンゴラ，ザン

ビア，レソト，ボツワナ，タイ，マレーシア，イ

ラン，リトアニア，モンゴル，セイシェル，エル

サルヴァドル，スイス，日本，ヴァヌアトゥ，ス
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ロヴェニア，ギニアビサウ，エストニア，チェコ

共和国，トンガ，ニュージーランド，イスラエル，

ポーランド，キューバ，コロンピア，チリ，ギリ

シャ，スリナム，コンゴ民主共和国 
日本のステートメント (橋本ヒロコ政府代表 :  
日本政府を代表して，この会議の準備に献身的に

かかわられた皆さま方，議長・副議長の皆さまに

心より感謝と敬意を表する。 
 約 1年前の 3月 11日の東日本大震災によって
日本が打撃を受けた時，多くの国々より差しのべ

られた暖かいご支援に心より感謝申し上げる。し

かし，あの破壊的地震は，災害の危険の削減，対

応，復興における女性の力と役割を改めて評価す

る機会をもたらした。私たちの経験と学んだ教訓

を分かち合い，国際社会でよりよい災害管理を推

進する目的で，日本は，この第 56回 CSWで，｢自
然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメント｣に関する新しい決議案を提案している。

この決議案の討議を通して，この重要な問題につ

いての私たちの共通の知識が深められ，UN 
Womenを含めた関連国連機関と協力して，より
ジェンダーに対応した災害管理につながることを

心より希望している。 
 今年 1月に，野田佳彦首相は，国会に向けた施
政方針演説で，「さまざまな場に女性が参画し，そ

の能力を発揮することは社会全体の多様性を高め，

元気な日本を生みだす重要な鍵です」と述べた。

昨年政府が採択した「東日本大震災・津波復興努

力基本政策」は，復興のあらゆる側面で女性の参

画が推進され，農山漁村地域での地域社会を基盤

とした事業の立ち上げを含め，女性の起業活動が

支援されることを明確に規定している。地震から

回復する際に，私たちは，女性，子ども，高齢者，

障害者を含めた行為者が，ジェンダー平等の推進

も強調しつつ，積極的に参画する包摂的社会の建

設途上にある。 
 2010年 12月に内閣が承認した「第 3次男女共
同参画基本計画」に基づいて，日本は，社会の様々

な分野でジェンダー平等を推進する努力を払って

いる。基本計画に基づく一時的特別措置に関する

強化された努力の詳細は，女子差別撤廃委員会の

総括所見への日本のフォローアップ情報の一部と

して昨年委員会(CEDAW)に報告され，私たちの努
力は，委員会によって高く評価されている。 
 農山漁村地域でのジェンダー平等の推進に関し

ては，農業・林業・漁業セクターにおいて，食糧・

農業・農山漁村地域基本法は，農業事業における

女性の役割が公平に評価され，「国は，女性が自分

のイニシャティヴで農場管理及びその他の関連活

動にかかわる機会が女性に提供される環境の醸成

を推進することとする」と明確に規定している。

これは，第 3次男女共同参画基本法の優先領域の
1つでもある。農林水産省は，ジェンダー平等を
専門とする課を創設して以来---「若手農業者女性
部」の下に設置された「女性高齢者問題事務所」

内の「ジェンダー平等グループ」---前記の法と計
画に基づいた元気な農山漁村地域社会の達成に向

けた包括的措置を取っている。 
 第一に，農山漁村政策の意思決定プロセスへの

女性の参画を推進するために，農業団体及び委員

会の女性理事の割合のために，明確なターゲット

が定められている。このターゲットを達成するた

めに，様々な意識啓発活動が，3月 10日の「農山
漁村女性の日」の遵守を含め，毎年，様々な意識

啓発活動が行われている。第二に，農山漁村女性

の経済的エンパワーメントを推進するために，政

府は，農業管理における女性の役割を明確に定義

する措置を推進し，地方の農業資源を利用する製

品の加工と販売における女性の起業活動を強化し，

安定させる活動に支援も提供している。第三に，

政府は，ディーセント・ワーク・スタイルの管理

原則，家族一人ひとりの役割分担，特に農業にか

かわるそれぞれの家庭の労働環境を規定する「家

族協定」の推進のような措置を通して，女性が仕

事と生活をバランスさせることのできる女性に優

しい農山漁村環境を醸成しようとしている。 
 さらに，この領域での最近の措置をいくつか皆

さまにご紹介することを嬉しく思う。現在，政府

は，生産・加工・マーケティングの統合を推進し，

地方の資源を利用する新しい産業を開発すること

を通して，農業・林業・漁業の管理の多様化を追

求している。女性の能力を最大限活用することが，

この努力においては極めて重要であることを考慮

して，本年から，地方の農業のマスター・プラン

を策定する責任を有する委員会に，少なくとも

30%の女性委員を確保することが義務となる。関
連活動のための資金の配分においても，10%の「女
性起業家のためのクォータ」は既に定められてい

る。さらに，政府は，他のセクターの女性との意

見交換の機会のみならず，国内・地方レヴェルで

の女性のネットワークの推進によって，農山漁村

地域の女性への支援を強化している。 
 「ジェンダーと開発イニシャティヴ」に基づい

て，日本は，その ODAのあらゆる領域と側面に
ジェンダーの視点を統合している。2010年 9月の
国連ミレニアム開発目標首脳会合で発表した

2011年から 2015年までの世界保健政策と 2011
年から 2015年までの教育協力政策においても，
ジェンダーの側面が強調されている。ジェンダー

主流化に関するガイドラインの策定のみならず， 
農業・農村開発支援のためにも，対象地域におけ

る女性の役割，課題，ニーズを理解するために，
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それぞれのプロジェクトの実施に先だって，ジェ

ンダー分析が行われている。これら政策と措置に

基づいて，日本は，農山漁村地域のジェンダー平

等と女性のエンパワーメントに貢献する援助を提

供し続けている。さらに，国際団体と協力して，

ジェンダー主流化を推進するという我々のコミッ

トメントの一部として，政府は現在，今年の UN 
Womenへのコアの寄付を倍増することを検討し
ている。 
 最後に，NGOが，被災者に直接的支援を提供し，
調査やシンポジウムを行い，政府と意見交換をす

ることを含め，地震に対応する際に積極的役割を

果たしている。このような経験で，我々は女性の

参画と市民社会の役割の意義を改めて評価してい

る。ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを

達成する努力において，国際社会，国際団体，市

民社会と密接に協力を継続する決意を表明して私

のステートメントを終えたい。 
 ご清聴に感謝する。 
 
 
3 月 2 日(金)午後第 11 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
一般討論 
 アフガニスタン，ナミビア，アイスランド，ベ

ルギー，カザフスタン，バルバドス，パラグァイ，

マルタ，ロシア連邦，リヒテンシュタイン，ラオ

人民民主主義共和国，ソロモン諸島，エリトリア 
 
3 月 5 日(月)午前第 12 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
一般討論 
 イラク，ヴェトナム，スリランカ，東ティモー

ル，シリア，リビア，ネパール，バハマ，コスタ

リカ，ブルンディ，ボリヴィア，ルワンダ，コモ

ロ，ホーリーシー，人権理事会法と慣行における

女性差別作業部会，米州機構女性委員会，マルタ

軍団，列国議会同盟，トリニダード・トバゴ，国

際移住機関，アラブ諸国連盟，アフリカ連合，国

連人間居住計画(UN-ハビタット)，国際農業開発基
金(IFAD)，地域経済委員会，国際労働機関(ILO)，
国連合同エイズ計画(UNAIDS)，国連貿易開発会
議(UNCTAD)，アフリカ女性地域団体 
国際赤十字赤新月社連盟のステートメント

(Anne Christensen): 今日の最大の課題の一
つは，保健の全体的な進歩にもかかわらず，保健

の不平等が増えていることである。特に注意を払

わなければならないのは，あまりにも頻繁に汚名

と差別を受け，保健ケアへのアクセスを否定され

ている女性と子どもを含めた最も脆弱な人々であ

る。この点で，コミュニティを基盤としたヴォラ

ンティアが，世界の各所で最も保健サーヴィスの

届かない人々に届くであろう。さらに，187の国
際赤十字赤新月社連盟の加盟国は，保健の不平等

のギャップを埋める活動をしており，同時に，プ

ログラムの立案と提供に女性をかかわらせること

によって，女性の知識，スキル，リーダーシップ

を築いている。｢自然災害におけるジェンダー平等

と女性のエンパワーメント｣に対処する日本によ

るイニシャティヴを歓迎し，この決議がコンセン

サスで採択されることを希望する。ICRCは，よ
り安全で，より健全で，より弾力性のある地域社

会の利益のために，人道活動家と開発活動家との

間の協働が強化され，改善されることも奨励する。

効果的な協働は，保健，水，衛生，食糧の安全保

障における持続可能な開発作業にジェンダーに配

慮した危険の削減を主流化する際に，きわめて重

要であり，最低の安全と弾力性の基準が達成され

るべきものならば，この協働が，地方・国内・世

界レヴェルで行われなければならない。 
 
答弁権行使 
イスラエル: シリア代表は，昨年 7,500名以上の
人々を殺害した政権を代表している。イスラエル

への攻撃は，あるメッセージを伝えるために家族

全員を拘禁しているアサド政権から注意をそらす

ことを意図したものである。政府は，女性だけの

抗議を行った人々にさえ慈悲の心を示していない。

委員会がその作業を終了するのに後 1週間しかな
いことを仮定すれば，各国代表団が取りかかって

いる仕事に対処するよう要請する。 
 
 
3 月 5 日(月)午後第 13 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
一般討論 
 ハイティ，調査開発アフリカ女性協会，女性法

律開発アジア太平洋フォーラム，アジア太平洋地

域コーカス，国際カウンシル・オヴ・ウィミン，

国際労働組合連合，NGO調整委員会，
Reso-femmes，ナイジェリア女性コンソーシアム，
若い女性コーカス，欧州北米コーカス，女児作業

部会 
アジア太平洋地域コーカスのステートメント

(キャロル・ショー): 世界の女性の 60%が暮らす
アジア太平洋地域コーカスを代表してステートメ
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ントを行う。 
アジア太平洋地域コーカスは，農山漁村の状況

で暮らす女性の複雑性とダイナミズムを認め，農

山漁村女性の問題に対処する戦略が，女性の経験

的現実に基づいていなければならないことを認め

る。また，土地と資源を伝統的に世話してきた先

住民族女性の役割も認める。 
リオ+20首脳会合が近付いている今こそ，この

地域のあらゆる年齢の女性の状況を見直し，再評

価し，戦略を新たにし，強化する時である。女性

は，気候変動と食糧の不安定，失業，財産権，貸

付へのアクセス，原子力災害を含めた災害の枠組

みの中で，巨大かつ複雑な課題に直面している。 
この地域の農山漁村女性は，とりわけ，階級，

カースト，人種，宗教，性的指向，ジェンダー不

平等，民族性を通した構造的抑圧に根差したジェ

ンダー関連の不平等に継続して直面している。教

育，栄養と保健サーヴィス，セクシュアル・リプ

ロダクティヴ・ヘルス・サーヴィス，意思決定へ

の女性と女児のアクセス，情報とコミュニケーシ

ョン，土地，水，漁業資源及びその他の生産財へ

のアクセスと管理における不平等と差別が，ディ

ーセント・ワーク及び公的生活への完全参加のた

めの女性の機会を妨げている。障害女性・高齢女

性に対する差別は，この地域の大きな懸念である。

あらゆるレヴェルの政治的意思決定への女性の包

摂が緊急の課題である。 
貧困は，農山漁村地域に集中している。農山漁

村開発への世界的・国内的政策公約を実施するた

めの資金の配分の乏しさと長期間放置されてきた

農業セクターも，農山漁村女性の貧困緩和を妨げ

る要因である。農山漁村開発戦略は，農業部門の

商業化，貿易自由化，食糧及びその他の農産物の

商品化という点で，ネオ・リベラルなグローバル

化の否定的影響を受けている。女性は，家族の基

本的ニーズを提供するために無償労働を行って時

間の重荷を課せられている。高齢農山漁村女性の

ニーズは無視され，対処されていないが，彼女た

ちがこの地域の貧しい農山漁村女性の大半である。 
全ての地理的・人口学的領域に亘って，女性と

女児に対する暴力が，継続して大きな懸念である。

FGM，妖術殺人，魔女狩り，名誉殺人，酸の投げ
つけ，同性愛嫌悪攻撃，子ども結婚，人身取引，

戦争の道具としてのレイプ，あらゆる形態の周縁

化の報告が増えている。新しい，広がる形態の暴

力が，ニュー・メディアと技術にアクセスできる

人々の間に，サイバーによるいじめという状態で

あらわれている。 
我々は，公的物資，法的・社会的保護，物理的・

社会的インフラへの公共投資を含め，全ての女性

の経済的・社会的・政治的エンパワーメントを確

保する特別措置を各国に要請する。 
農山漁村開発への女性の重要な貢献及び法的枠

組，国内・地方の開発政策，あらゆるレヴェルの

投資戦略における女性の権利と優先事項を認める

よう各国に要請する。 
 
ステートメント分析 
 ステートメント総数:  157 
    国グループ:          9 
    各国        122 
    国際団体      13 
    NGO               13 
   女性によるステートメント 115(73.2%) 
   男性によるステートメント  42(26.8%) 
ステートメント内容(上位 20) 

1 農山漁村女性1 101 
2 女性のエンパワーメント 65 
3 保健2 61 
4 ジェンダー平等3 58 
5 意思決定への参画 57 
6 女性と女児に対する暴力4 56 
7 貧困 49 
8 教育・訓練 49 
9 法の整備 38 
10 食糧の安全保障 27 
11 労働5 23 
12 持続可能な開発 20 
13 性差別 20 
14 女子差別撤廃条約・CEDAW委員会 16 
15 制度的メカニズム 16 
16 北京宣言と行動綱領 15 
17 ミレニアム開発目標 14 
18 国際協力(含 ODA) 12 
19 UN Women 11 
20 平和と安全保障6 10 
 
 
 
 
 

                                                   
1 優先テーマの農山漁村女性を取り上げたステートメントが多か
ったが中でも貸付等金融へのアクセス(42),土地所有権・保有権
(38)，起業(21)，雇用(21)等に関するステートメントが多かっ
た。 
2 HIVとエイズに関するものが 10あった。 
3 ジェンダー平等達成のための男性・男児の役割に言及したステ
ートメントが 8あった。 
4 特に言及された暴力には、DV(14)、女性性器切除(9)、人身取
引(9)が含まれる。 
5 女性の無償労働(10)、ディーセント・ワーク(8)、賃金格差(8)が
言及された。 
6 このうち安保理決議 1325については 6あった。 
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3 月 6 日(火)午前第 14 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
専門家パネル 
 テーマ: 新たな問題，傾向及び女性の状況又は
男女間の平等に影響を及ぼす問題への新たな取

組: ジェンダー平等推進のために若い女性と男性，
女児と男児をかかわらせる 
 司会: Mr. Filippo Cinti(イタリア)委員会副議長 
 パネリスト: 
    1. Ms. Edna Akullqウガンダ自助財団創設者 
  2. Ms. Roberto Carcamo Tapiaジェンダー平
等のための青少年組合会員 
  3. Mr. Shishir Chandraインド女性に対する
暴力を止めるための男性行動会員 
  4. Ms. Rozaina Adamモルディヴ議員 
 意見交換対話参加国: 南アフリカ，イタリア，
パキスタン，カメルーン，ロシア連邦，セネガル，

ロシア連邦，イスラエル，スイス，パラグァイ，

ドイツ，マレーシア，キューバ，ガンビア，フィ

ンランド，デンマーク，カナダ，米国，エルサル

ヴァドル，ニュージーランド，日本，スーダン，

ドミニカ共和国，エチオピア，タイ，ヨルダン，

トルコ 
 意見交換対話参加 NGO: 世界ガール・ガイド・
ガール・スカウト協会，米国ガールスカウト(アメ
リカ大学女性協会，グレイル，ロレット・コミュ

ニティ，パッショニスト・インターナショナル(女
児作業部会)も代表)，ヴァージニア・ギルダースリ
ーヴ・インターナショナル，女性開発 IFENDU，
世界青少年同盟，日本弁護士連合会，国際心理分

析協会 
 
 
3 月 6 日(火)午後 
 
合意結論非公式折衝 
 
 
3 月 7 日(水)午前 
 
国際女性の日 

      テーマ: 農山漁村女性のエンパワーメン---飢餓 
と貧困をなくそう 

 開会: 潘基文国連事務総長 
    H.E. Marjon V. Kamaraリベリア共和国 
    代表部特命全権大使・第 56回婦人の地位委員 

会議長 
     H.E. Mr. Mutlaq Al-Qahtani国連総会議 

長事務所官房長官(総会議長代理)    
       ヴィデオ・メッセージ: Ms. Michelle  

Bachelet事務次長・UN Women事務局長 
 パネル討論 
  パネリスト 
   1. Ms. Mishkat Al Moumin前イラク環境 

大臣・NGO女性と環境創設者・代表 
   2. Ms. Ann Itto南スーダン共和国元農林暫 

定省大臣・現スーダン解放運動副事務総 
長 

   3. Ms. Marina Fe Balmori Duranoフィリ 
    ピン，マニラ DAWNグローバル化政治 

経済調査コーディネーター 
   4. Ms. Mirian Masaquiza国連先住民族問 

題永久フオーラム事務局 
   5. Ms. Yelena Kudryavtseva UN Women 

東欧中央アジア小地域事務所 
  司会: Ms. Femi Oke WNYCラジオ国内同 

時配信ニュース・ショーThe Takeaway 
国際キャスター・通信員 

 
 
3 月 7 日(水)午後第 15 回会議 
 
議事項目 4: 女性の地位に関する通報 
 
(非公開会議) 
3 月 8 日(木)午前第 16 回会議 
 
議事項目 5: 経済社会理事会決議・決定のフォロー
アップ 
議事項目 3(継続) 
 
経済社会理事会決議・決定のフォローアップ 
 議長ステートメント: H.E.Ms. Marjon V. 
Kamara(リベリア) 
  先住民族問題永久フォーラム議長ステートメン
ト(経済社会理事会決定 2011/266に従って): 
Myrmna Cunningham Kain 
 
決定案の紹介 
1. 女性性器切除をなくす(E/CN.6/2012/L.1) 
  主提案国: アフリカ諸国グループ 
 
決議案の紹介 
 
1. パレスチナ女性の状況と支援(E/CN.6/2012/ 
L.2) 
  主提案国: G77/中国 
 共同提案国: パレスチナ 
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2. 後日投獄された者を含め，武力紛争中に人質に
取られた女性と子どもの釈放(E/CN.6/2012/L.3) 
  主提案国: アゼルバイジャン 
 共同提案国: ベラルーシ，グルジア，トルコ，
アルメニア，トルコ 
 
3. 自然災害におけるジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメント(E/CN.6/2012/L.4) 
  主提案国: 日本  
 共同提案国: フィリピン，タイ，トルコ，ヨル
ダン，スイス 
 
4. 女性のエンパワーメントを通した妊産婦死亡
と罹病の根絶(E/CN.6/2012/L.5) 
  主提案国: 米国 
 共同提案国: オーストラリア，ベナン，グァテ
マラ，イスラエル，フィリピン，タイ，トルコ，

アルメニア，ギニア，パナマ 
 
5. 先住民族女性: 貧困と飢餓の根絶における重要
な行為者(E/CN.6/2012/L.6) 
  主提案国: エルサルヴァドル 
 共同提案国: オーストラリア，アルゼンチン，
ボリヴィア，エクアドル，グァテマラ，メキシコ，

ニカラグァ，チリ，デンマーク，ドミニカ共和国，

フィンランド，ノルウェー，スウェーデン，ヴェ

ネズエラ，パナマ 
 
決定案の紹介 
 
2. 女性・女児・HIVとエイズ(E/CN.6/2012/L.7) 
  主提案国: 南部アフリカ開発共同体 
 共同提案国: カメルーン，ギニア，フィリピン，
タイ 
 
 
3 月 9 日(金)午前第 17 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
 
決定の採択 
1. 女性性器切除をなくす(E/CN.6/2012/L.1) 
---PBIなし 
 主提案国: アフリカ諸国グループ 
 共同提案国: アンドラ，オーストリア，ボスニ
ア・ヘルツェゴヴィナ，ベルギー，ブラジル，ブ

ルガリア，クロアチア，キプロス，チェコ共和国，

デンマーク，フィンランド，グルジア，ギリシャ，

ギニア，ハンガリー，アイスランド，アイルラン

ド，イスラエル，イタリア，ジャマイカ，日本，

リベリア，リヒテンシュタイン，リトアニア，ル

クセンブルグ，マルタ，モナコ，モンテネグロ，

オランダ，ニジェール，パナマ，ポーランド，ポ

ルトガル，セルビア，スロヴァキア，スロヴェニ

ア，スペイン，スウェーデン，スイス，トルコ，

英国，米国 
 コンセンサスで決定案を採択。 
 決定内容: 
  婦人の地位委員会は，総会による採択のための
以下の決定案の承認を経済社会理事会に勧める:  
 

「女性性器切除をなくす  
  
「総会は，2001年12月 19日の決議56/126，2003
年 12月 22日の決議 58/156及び 2005年 12月 16
日の決議 60/141，2007年 3月 9の婦人の地位委
員会決議 51/2, 2008年 3月 7日の決議 52/2及び
2010年 3月 12日の決議 54/7並びに委員会の合意
結論及びその他の全ての関連決議を想起し，事務

総長報告書7及びそこに含まれている勧告に留意

し，『女性の地位の向上』と題する議事項目の下で，

第 67回会期で，女性性器切除をなくす問題を検討
することを決定する。」 

***** 
 
決議の採択 
1. パレスチナ女性の状況と支援(E/CN.6/2012/ 
L.2)---PBIなし 
 主提案国: G77/中国 
 追加共同提案国: ブラジル，トルコ 
 イスラエルが票決を要求 
 票決前ステートメント: イタリア(欧州連合を代
表)，米国 
 賛成 26票，反対 2票，棄権 10票で決議を採択 
 票決後ステートメント: 日本(日本は棄権)，アル
ジェリア(G77/中国)を代表 
決議内容婦人の地位委員会は，以下の決議案の採

択を経済社会理事会に勧める: 
 

パレスチナ女性の状況と支援  
 
経済社会理事会は， 
事務総長報告書8を感謝と共に検討し， 

 
 女性の地位向上のためのナイロビ戦略9，特にパ

レスチナ女性と子どもに関するパラグラフ 260，
第 4回世界女性会議で採択された北京行動綱領10

                                                   
7 E/CN.6/2012/8。 
8 E/CN.6/2012/6。 
9 1985年 7月 15-26日，ナイロビ，国連婦人の 10年の業績を見
直し，評価するための世界会議: 平等・開発・平和報告書(国連出
版物，販売番号 E.85.IV.10)，第 I章，セクション A。 
10 1995年 9月 4-15日，北京，第 4回世界女性会議報告書(国連出
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及び「女性 2000年: 21世紀のジェンダー平等・開
発・平和」と題する第 23回特別総会の成果11を想

起し， 
 
 2011年 7月 26日の決議 2011/18及び武力紛争
防止に関する 2003年 7月 3日の総会決議 57/337
及び女性・平和・安全保障に関する 2000年 10月
31日の安全保障理事会決議 1325(2000年)を含め
たその他の国連関連決議も想起し， 
 
 民間人の保護に関係しているので，女性に対す

る暴力撤廃宣言12をさらに想起し， 
 
 市民的・政治的権利国際規約，経済的・社会的・

文化的権利国際規約13及び子どもの権利条約14を

想起し，これら人権条約が，東エルサレムを含む

パレスチナ被占領地で尊重されなければならない

ことを再確認し， 
 
 継続中の違法なイスラエルの占領の厳しいイン

パクトとその表れの全てから生じる，東エルサレ

ムを含むパレスチナ被占領地のパレスチナ女性の

重大な状況について深い懸念を表明し， 
 
 家屋の破壊，パレスチナ人の立ち退き，居住権

の取り消し及び恣意的拘禁と投獄の継続，並びに

高い貧困・失業率，食糧の不安定，不適切な水の

供給，DVの発生，トラウマの発生の増加と心理
的福利の低下を含めた保健・教育・生活水準の低

下を含め，イスラエルの占領下で暮らすパレスチ

ナ女性と女児が直面している困難の増加について

重大な懸念を表明し，恐ろしい人道危機及びパレ

スチナ被占領地，特にガザ地区の不安定について

重大な懸念を表明し， 
 
 東エルサレムを含むパレスチナ被占領地のパレ

スチナ女性と女児の恐ろしい経済的・社会的条件

及び特に 2国並立という解決策に基づく平和への
大きな障害となり続けている定住地の建設と拡大

及び壁に関係した退去と土地の差し押さえを含め

た継続する違法なイスラエルの慣行の厳しいイン

パクトから生じる人権の組織的侵害，出生前ケア

と安全な分娩のための保健サーヴィスへの妊婦の

アクセスを含めたヘルスケア，教育，雇用，開発，

及び移動の自由への権利に悪影響を及ぼす閉鎖と

人と品物の移動制限が継続して課されていること

                                                                                  
版物，販売番号 E.96.IV.13)，第 I章，決議 1，付録 II。 
11 総会決議 S-23/2，付録及び決議 S-23/3，付録。 
12 総会決議 48/104を参照。 
13 総会決議 2200A(XXI)，付録を参照。 
14 国連，条約シリーズ，第 1577巻，第 27531号。 

を嘆かわしく思い， 
  
 イスラエルの軍事活動と国境検問所の長引く閉

鎖と人と品物の移動の厳しい制限より成る閉鎖か

ら生じるガザ地区の重大な社会経済的・人道的状

況，並びにガザ地区の民間人，特に女性と子ども

の生活のあらゆる側面に悪影響を及ぼす占領軍イ

スラエルによる再建プロセスの継続する妨害につ

いて特に懸念し， 
 
 パレスチナ女性とその家族が直面している恐ろ

しい社会経済的・人道的状況を緩和するために，

援助，特に緊急援助を提供することの重要性を強

調し， 
 
 この地域の全ての女性の安全と福利を確保する

努力の一部として，紛争防止と紛争の平和的解決

に関する平和構築と意思決定における女性の役割

を高める重要性を強調し，平和と安全保障の達成，

維持，推進のためのあらゆる努力への女性の平等

な参画とかかわりの重要性を強調し， 
 
 1. イスラエルの占領が，地位の向上，自立，社
会の開発への統合に関してパレスチナ女性にとっ

て依然として大きな障害であることを再確認し，

紛争防止と解決に関連する意思決定におけるその

役割を高め，平和と安全保障の達成・維持・推進

のための全ての努力へのその平等な参画とかかわ

りを確保する努力の重要性を強調する。 
 
 2. この点で，パレスチナ女性とその家族が直面
している恐ろしい人道危機を緩和する努力におい

て，必要とされる援助，特に緊急援助とサーヴィ

スを緊急に提供し，全ての国際援助プログラムに

ジェンダーの視点を統合して，関連パレスチナ機

関の再建を支援するよう国際社会に要請し，24カ
月以内に独立したパレスチナ国家の制度を建設す

るための 2009年 8月のパレスチナ暫定政府の計
画の実施と世界銀行，国際通貨基金，国連を含め

た国際機関によって確認されているように，遂げ

られたかなりの進歩を推奨する。 
 
 3. 占領軍であるイスラエルが，パレスチナ女性
とその家族の権利を保護するために，世界人権宣

言15，1907年のハーグ第 4条約付録の決議16，1949
年8月12日の戦時中の民間人の保護に関連するジ

                                                   
15 総会決議 217A(III)。 
16 国際平和カーネギー・エンダウメント，ハーグ条約と 1899年
と 1907年の宣言(ニューヨーク，オックスフォード大学プレス，
1915年)。 
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ュネーヴ条約17及び国際人権規約を含むその他全

ての関連国際法の規則，原則，文書の規定と原則

に完全に従うよう要求する。 
 
 4. パレスチナ女性と女児の人権の推進と保護
に継続して注意を払い，イスラエルの占領下で暮

らすパレスチナ女性とその家族が直面している困

難な条件を改善する措置を強化するよう国際社会

に要請する。 
 
 5. 関連国連決議に従って，全ての難民と強制移
動させられたパレスチナ女性と子どもの自分の家

と財産への帰還を促進するようイスラエルに要請

する。 
 
 6. 国連決議，イスラエル・パレスチナ紛争の永
久的な 2国並立解決策に向けたカルテットの行程
表18，第 14回アラブ諸国連盟の理事会によって採
択されたアラブ和平イニシャティヴ19に基づいて，

正しい，永続的で包括的な和平解決の達成のため

の和平プロセス交渉を再開し，促進し，加速させ

る際に，両国を支援するカルテットを含めた維持

される，積極的な国際的かかわりの緊急の必要性

を強調する。 
 
 7. 女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略 3，

特にパレスチナ女性と子どもに関係するパラグラ

フ 260，北京行動綱領 4，「女性 2000年: 21世紀の
ジェンダー平等・開発・平和」と題する第 23回特
別総会成果 5の実施に関して，監視を続け，行動

を取るよう婦人の地位委員会に要請する。 
 
8. パレスチナ女性の状況と支援に関する事務総
長報告書に書かれているものを含め，あらゆる可

能な手段により，パレスチナ女性の状況を継続し

て見直し，支援し，本決議の実施において遂げら

れた進歩に関して，西アジア経済委員会によって

提供される情報を含めた報告書を第 57回婦人の
地位委員会に提出するよう事務総長に要請する。

***** 
 
2.  後日投獄された者を含め，武力紛争中に人質
に取られた女性と子どもの釈放 E/CN.6/2012/L.3) 
---PBIなし 
 主提案国: アゼルバイジャン 
 追加共同提案国: アルゼンチン，ブラジル，ギ
ニア，インド 
 コンセンサスで決議を採択。 
                                                   
17 国連，条約シリーズ，第 75巻，第 973号。 
18 S/2003/529，付録。 
19 A/56/1026-S/2002/932，付録 II，決議 14/221。 

決議内容 
 婦人の地位委員会は， 
 
 国連憲章の目的，原則，規定に導かれ， 
 国際人権法，特に 1949年 8月 12日のジュネー
ヴ条約20及び 1977年のその追加議定書21の原則と

規範，並びに関連する国際人権基準，特に世界人

権宣言22，経済的・社会的・文化的権利国際規約23，

市民的・政治的権利国際規約 17，女子差別撤廃条

約24，子どもの権利条約25，拷問及びその他の残酷

かつ非人間的又は品位を落とす扱い又は懲罰に関

する条約26及び世界人権会議で 1993年 6月 25日
に採択されたウィーン宣言と行動計画27にも導か

れ， 
 
 2006年 12月 20日総会決議 61/177の中で採択
された強制失踪からの全ての人々の保護のための

国際条約を相当に考慮に入れ， 
 
 後日投獄された者を含め，武力紛争中に人質に

取られた女性と子どもの釈放に関するその全ての

決議並びに人質とりに関連する人権委員会のすべ

での決議及び 2006年 12月 19日の総会決議
61/172を想起し， 
 
 誰にも生命・自由・人間の安全保障への権利が

あり，人質とりは，国際社会にとって重大な懸念

となる犯罪であることを認め， 
 
 民間人の保護に関連する国際人道法の文書にそ

れなりに含まれている関連規定を想起し， 
 
 北京宣言と行動綱領28，並びに「女性 2000年: 21
世紀のジェンダー平等・開発・平和」と題する第

23回特別総会成果文書29，女性と子どもに対する

暴力に関連する規定を含めた，「子どもにふさわし

い世界」と題する子ども特別総会の成果文書30を

再確認し，第 49回婦人の地位委員会での北京宣言
と行動綱領の 10年後の見直しと評価及び北京宣
言と行動綱領採択 15周年記念に関する総会決定
64/530を歓迎し， 

                                                   
20 国連，条約シリーズ，第 75巻，第 970-973号。 
21 同上，第 1125巻，第 17512号及び 17513号。 
22 総会決議 217A(III)。 
23 総会決議 2200A(XXI)，付録を参照。 
24 国連，条約シリーズ，第 1249巻，第 20378号。 
25 同上，第 1577巻，第 27531号。 
26 同上，第 1465巻，第 24841号。 
27 A/CONF.157/24(第 I部)，第 III章。 
28 1995年 9月 4-15日，北京，第 4回世界女性会議報告書(国連出
版物，販売番号 E.96.IV.13)，第 I章，決議 1，付録 I及び II。 
29 総会決議 S-23/2，付録，及び決議 S-23/3，付録。 
30 総会決議 S-27/2，付録。 
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 武力紛争防止に関する 2003年 7月 3日の総会
決議 57/337及び女性・平和・安全保障に関する
2000年 10月 31日の安全保障理事会決議 1325 
(2000年)，2008年 6月 19日の安保理決議 1820 
(2008年)，2009年 9月 30日の安保理決議 1888 
(2009年)，2009年 10月 5日の安保理決議 1889 
(2009年)，2010年 12月 16日の安保理決議 1960 
(2010年)並びに子どもと武力紛争に関する 2000
年 8月 11日の安保理決議 1314(2000年)，2001
年 11月 20日の安保理決議 1379(2001年)，2003
年 1月 30日の安保理決議 1460(2003年)，2004
年 4月 22日の安保理決議 1539(2004年)，2005
年 7月 26日の安保理決議 1612(2005年)，2009
年 8月 4日の安保理決議 1882(2009年)及び 2011
年7月12日の安保理決議1998(2011年)を想起し， 
 
 世界の多くの地域での武力紛争の継続とそれら

が引き起こす人間の苦しみと人道緊急事態に重大

な懸念を表明し， 
 
 後日投獄された者を含め，武力紛争中に人質に

取られた女性と子どもは，国際的であれ，非国際

的であれ，そのような紛争を終わらせようとする

努力に否定的なインパクトを与え続け，そういっ

た女性と子どもの家族の苦しみを引き起こす，国

際人道法と人権法を含めた国際法の重大な侵害の

被害者であることに留意し，この点で，とりわけ

人道的視点からこの問題に対処する必要性を強調

し， 
 
 女性と子どもを人質にとることを含め，民間人

に対して行われる武力紛争地域でのあらゆる形態

の暴力は，特に 1949年 8月 12日のジュネーヴ条
約に述べられているように，国際人道法を重大に

侵害するものであることを強調し， 
 
 武力紛争の当事国である国家には，武力紛争に

おいて女性と子どもを人質にとらないようにし，

全ての武力紛争当事国は人質とりを控えなければ

ならないことを念頭に置いて，女性と子どもを保

護するために，関連メカニズム，政策，法律の実

施に関して説明責任を確保する責任があることを

認識し， 
 
 国際社会の努力にもかかわらず，様々な形の人

質とりの行為，特にテロリストや武装集団が行う

行為が，起こり続けており，世界の多くの地域で

増加さえしていることを懸念し， 
 
 人質とりには，国際人道法に従い，国際人権基

準に従って，このような忌まわしい慣行をなくす

ために，国際社会の側での断固とした，堅固な，

一致した努力が必要であることを認め， 
 
武力紛争地域で人質にとられた女性と子どもの速

やかで無条件の釈放が，北京宣言と行動綱領並び

に女性と子どもに対する暴力に関する規定を含め，

第 23回特別総会の成果と「子どもにふさわしい世
界」と題する子ども特別総会の成果文書に書かれ

ている崇高な目標の実施を推進するという強い信

念を表明し， 
 
 1. どこで誰が行おうと，人質を取ることは，人
権の破壊を目的とする違法行為であり，いかなる

状況にあっても正当化できないことを再確認する。 
 
 2. 武力紛争の状況で，国際人道法に違反して，
民間人に対してそれなりに行われた全ての暴力行

為を非難し，そのような行為への効果的対応，特

にこの分野での国際協力を強化することを含め，

後日投獄された者を含め，武力紛争中に人質にと

られた女性と子どもの即時釈放を要請する。 
 
 3. 人質とりの結果，特に拷問及びその他の残酷
かつ非人間的又は品位を落とす扱い又は懲罰，殺

害，レイプ，奴隷化，女性と子どもの人身取引を

も非難する。 
 4. 後日投獄された者を含め，武力紛争中に人質
にとられた女性と子どものアイデンティティ，運

命，所在を決定するに必要な全ての措置を速やか

にとり，その運命と所在について有する全ての関

連情報を，適切なチャンネルを通してできる限り

家族に提供するよう，武力紛争の当事国である国

家に要請する。 
 
 5. この点で，全ての適切な法的・実際的措置と
調整メカニズムを含め，包括的取組を用いるよう

国家に勧める。 
 
6. 国際・国内法的規範と基準に従って，後日投獄
された者を含め，武力紛争中に人質にとられた女

性と子どもに関する情報の収集・保護・管理の必

要性を認め，全ての関連する適切な情報を提供す

ることにより，お互いとこの領域で活動している

適切な行為者と協力するよう各国に要請する。 
 
 7. 国際人道法を完全に尊重し，人質とりの行為
を防止し，これと闘う措置を含め，それなりに民

間人の保護のためのあらゆる必要な措置をとるよ

う，武力紛争の全ての当事国に強く要請する。 
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 8. 人道法に従って，そういった女性と子どもの
ための人道支援への安全で妨げられないアクセス

を提供するよう武力紛争の全ての当事国に要請す

る。 
 
 9. 後日投獄された者を含め，人質にとられた女
性と子どもの運命と所在を確立する際に，国際赤

十字委員会と完全に協力するようにも，武力紛争

の全ての当事国に要請する。 
 
 10. 刑事責任免除をなくす必要性と，国際法に
従って，人質をとることを含めた戦争犯罪に対し

て責任を有する者を訴追し，裁判にかける全ての

国家の責任を強調する。 
 
 11. 透明性，説明責任，公的関与と参画に基づ
いて，全ての司法・法の支配メカニズムに関連し

て，和平プロセスの一部としても，後日投獄され

た者を含め，武力紛争中に人質にとられた女性と

子どもの釈放の問題に対処する必要性も強調する。 
 
 12. 発表を促進する際に，関連国際団体によっ
て検証できる，人質に関する性別・年齢別のデー

タの改善された分析と普及を含め，客観的で，責

任のある，公平な情報の重要性を強調し，この点

で，そういった団体の支援を要請する。 
 
 13. 本決議の状況で，既存の資金内で，関連資
料，特に安全保障理事会決議 1325(2000年)に関連
する資料のできるだけ広い普及を確保するよう事

務総長に要請する。 
 
 14. 権限を利用して，後日投獄された者を含め，
人質にとられた民間の女性と子どもの即時釈放を

促進する努力を払うよう，事務総長と全ての関連

国際団体に要請する。 
 
 15. 後日投獄された者を含め，武力紛争中に人
質にとられた女性と子供の問題及びその結果に継

続して対処するよう，それぞれのマンデート内で

特別報告者並びに子どもと武力紛争に関する事務

総長特別代表及び性暴力と紛争に関する事務総長

特別代表に勧める。 
 
 16. 各国と関連国際団体によって提供される情
報を考慮に入れて，関連する実際的な勧告を含め，

本決議の実施に関する報告書を第 58回婦人の地
位委員会に提出するよう事務総長に要請する。 
 
 17. 第 58回婦人の地位委員会で，この問題を検
討することを決定する。 

3. 女性のエンパワーメントを通した妊産婦死亡
と罹病の根絶(E/CN.6/2012/L.5)---PBIなし 
 主提案国: 米国 
 追加共同提案国: カナダ，コロンビア，デンマ
ーク，フィンランド，ホンデュラス，アイスラン

ド，日本，リヒテンシュタイン，マラウィ，ルワ

ンダ，スイス，ウルグァイ，アンドラ，オースト

リア，ベルギー，ボスニア・ヘルツェゴヴィナ，

ブルガリア，クロアチア，キプロス，チェコ共和

国，エストニア，フランス，グルジア，ドイツ，

ギリシャ，ハイティ，ハンガリー，イタリア，ラ

トヴィア，リトアニア，ルクセンブルグ，マダガ

スカル，モンテネグロ，オランダ，ニュージーラ

ンド，ノルウェー，ポルトガル，韓国，ルーマニ

ア，セルビア，スロヴァキア，スロヴェニア，ス

ペイン，スウェーデン，英国 
 ステートメント: ヨルダン，キューバ，モーリ
タニア(アラブ諸国を代表)，イラン・イスラム共和
国，ロシア連邦，マルタ，マリ，ポーランド，ホ

ーリーシー 
 口頭で修正の決議案をコンセンサスで採択 
 決議内容 
 婦人の地位委員会は， 
 
 北京宣言と行動綱領31，1994年に採択された国
際人口開発会議行動計画(「カイロ行動計画」)32，

1995年に採択された社会開発世界首脳会合の社
会開発コペンハーゲン宣言と行動計画33，国連ミ

レニアム宣言34に含まれているものを含めた妊産

婦・新生児・子ども死亡率の削減とリプロダクテ

ィヴ・ヘルスへの普遍的アクセスに関する見直し

会議の成果と公約及び 2005年世界首脳会合成果
35の完全実施への強力な公約を再確認し，2010年
3月 12日の決議 54/5を再確認し，その他の関連
国連決議，特に 2009年 6月 17日の人権理事会決
議 11/836，2010年 9月 30日の人権理事会決議
15/1737及び 2011年 9月 28日の人権理事会決議
18/238を想起し， 
 
 ミレニアム開発目標，特に 1990年から 2015年
                                                   
31 1995年 9月 4-15日，北京，第 4回世界女性会議報告書(国連出
版物，販売番号 E.96.IV.13)，第 I章，決議 1，付録 I及び II。 
32 1994年 9月5-13日，カイロ，国際人口開発会議報告書(国連出
版物，販売番号 E.95.XIII.18)，第 I章，決議 1，付録。 
33 1995年 3月 6-12日，コペンハーゲン，社会開発世界首脳会合
報告書(国連出版物，E.96.IV.8)，第 I章，決議 1，付録 I及び II。 
34 総会決議 55/2を参照。 
35 総会決議 60/1参照。 
36 第 64回総会公式記録，補遺第 53号(A/64/53)，第 III章，セク
ション Aを参照。 
37 同上，第 65回総会，補遺第 53A(A/65/53/Add.1)，第 II章。 
38 同上，第 66回総会，補遺 53A(A/66/53/Add.1及びCorr.1)，第
II章。 
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までに妊産婦死亡率を 4分の 3減少させ，2015年
までにリプロダクティヴ・ヘルスへの普遍的アク

セスを達成するというターゲットを含む妊産婦保

健の改善に関するミレニアム開発目標 5，子ども
死亡率の減少に関するミレニアム開発目標 4，ジ
ェンダー平等と女性のエンパワーメント推進に関

するミレニアム開発目標 3，HIV/エイズ，マラリ
ア，その他の疾病との闘いに関するミレニアム開

発目標 6を含めた国際的に合意された開発目標も
再確認し，全てのミレニアム開発目標の中で，ミ

レニアム開発目標 5が最も達成が難しいという懸
念に留意し， 
 
 世界人権宣言39と市民的・政治的権利国際規約40，

経済的・社会的・文化的権利国際規約 34，女子差

別撤廃条約41，子どもの権利条約42，障害者権利条

約43，人種差別撤廃国際条約44及び移動労働者とそ

の家族の保護に関する国際条約45の締約国の責務

を想起し， 
 
 2010年 9月 22日の第 65回総会でのミレニア
ム開発目標に関する高官本会議46，2011年 6月 10
日の HIVとエイズに関する政治宣言47及び 2011
年9月19日の非伝染性疾患の予防と管理に関する
総会高官会合の政治宣言48を含めた関連高官会合

や会議の成果も想起し， 
 
 受容できないほどに高い妊産婦死亡・罹病率を

低下させるさらなる努力を刺激するために，国

内・地域・国際レヴェルで，継続して意識を向上

させる必要性を認め， 
 
 予防できる妊産婦死亡と罹病を根絶し，保健関

連のミレニアム開発目標の達成の監視に関する年

次世界保健機関のアジェンダの下での作業におい

て，基金，計画，機関を含めた国連システムの役

割，特に世界保健機関，国連人口基金，国連児童

基金，世界銀行及び国連合同エイズ計画の指導的

役割も認め，特に国連の活動にジェンダー平等の

視点を主流化することを通してジェンダー平等，

女性のエンパワーメント，開発，人権及び平和を

推進するジェンダー平等と女性のエンパワーメン

                                                   
39 総会決議 217A(III)を参照。 
40 総会決議 2200A(XXI)，付録。 
41 国連，条約シリーズ，第 1249巻，第 20378号。 
42 国連，条約シリーズ，第 1577巻，第 27531号。 
43 総会決議 61/106，付録 I。 
44 国連，条約シリーズ，第 660巻，第 9464号。 
45 国連，条約シリーズ，第 2220巻，第 39481号。 
46 総会決議 65/10. 
47 総会決議 65/277を参照。 
48 総会決議 66/2を参照。 

トのための国連機関及びその他の国連機関の継続

中の努力を歓迎し， 
 
 2008年 9月 25日に国連本部で開催されたミレ
ニアム開発目標に関する高官行事及び 2009年 9
月 23日に開催されたこれに相当するフォローア
ップ高官行事で発表されたものを含め，保健関連

のミレニアム開発目標に関する進歩を促進するた

めの世界保健の多面的決定要因と公約及びイニシ

ャティヴに対処することを目的とした地方・国

内・地域・世界レヴェルでの多様な関係者の間の

継続中のパートナーシップを歓迎し， 
 
 ほとんど全ての地域での予防できる妊産婦死亡

の低下を認めるが，サハラ以南アフリカが，妊産

婦死亡の世界平均の 2倍を超える率を経験してい
る状態で，国と国との間及び国の中で大きな格差

があること，非正規の都会居住地を含め，農山漁

村地域と教育程度の低いコミュニティで妊産婦死

亡率が最も高いことに留意し， 
 
 35万人以上の女性と思春期の少女が，未だ妊娠
と出産に関連する大部分は予防できる併発症で毎

年亡くなっており，思春期の少女が，併発症と死

亡のより高い危険に直面しており，世界の妊産婦

死亡率の年間平均率の低下が，未だにミレニアム

開発目標 5の第一のターゲットを達成するに必要
な 5.5%という数字に達していないことに深い懸
念を表明し， 
 
 世界保健機関が報告しているように，妊産婦死

亡の原因には，大出血(大量出血)，感染，妊娠中の
高血圧(子癇)，危険な中絶，分娩停止及びその他の
直接的原因，並びにマラリア，栄養失調，貧血症，

慢性的な非伝染性疾患及び HIV/エイズを含む間
接的原因が含まれることに留意し， 
 
 思春期の少女を含め，世界で毎年約 1,500万か
ら 2,000万人の出産年齢の女性が，早期妊娠，早
期出産，子宮脱，産科瘻孔，ストレスによる失禁，

高血圧症，痔，会陰悪露，尿道感染，重度貧血の

ようなその他の危険度の高い条件の結果を含めた

妊娠と出産に関連したしばしば予防できる妊産婦

罹病，障害，傷害，病気にかかっており，こうい

った条件の結果として，女性がその福利に悪影響

を及ぼす重大な身体的・経済的・心理的・社会的

結果に苦しんでいることに懸念を表明し， 
 
 予防できる妊産婦死亡と罹病をなくそうとする

努力を制約し，受容し難いほどに高い世界的率を

助長することにもなるその根本原因には，特に貧
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困，非識字，経済的機会の欠如，急激な人口増加

に関連する課題，栄養不良，教育への障害，女性

と女児に対する差別，女性性器切除/カッティング
と早期・強制結婚を含めた有害な伝統的慣行並び

にジェンダーに基づく暴力，意思決定への参画の

欠如，乏しい保健インフラ，保健職員のための訓

練の不適切さ，教育・栄養・基本的ヘルスケアへ

の不適切な投資を含む開発・人権・保健に関連し

た様々な相互に関連する底辺にある要因が含まれ

る。 
 
 妊産婦死亡と罹病のほとんどの事例は，予防で

きるものであり，予防できる妊産婦死亡と罹病は，

女性と女児の人権，特に生命，等しい尊厳，教育，

情報を求め，受け，分かち合う自由，科学的進歩

の利益の享有，差別を受けない自由，セクシュア

ル・リプロダクティヴ・ヘルスを含めた到達でき

る最高の水準の身体的・精神的健康の享受への権

利の効果的推進と保護も必要であることも認め， 
 
 予防できる妊産婦死亡と罹病の根絶への人権に

基づく取組は，特に説明責任，参画，透明性，エ

ンパワーメント，持続可能性，非差別，国際協力

の原則によって支えられていることに留意し， 
 
 妊娠を避けたい又は妊娠の間隔を空けたい 2憶
1,500万人以上の女性が，最近の利用の増加にも
かかわらず，効果的な避妊法を利用していないこ

とに懸念を表明し，安全で効果的で料金が手ごろ

な近代的避妊法で家族計画を行うという満たされ

ていないニーズに応えることは，毎年 10万近くの
妊産婦死亡を回避するであろうことに留意し， 
 
 早期結婚が，早期妊娠と早期出産につながり，

妊産婦死亡と罹病につながる妊娠中の併発症と分

娩のより高い危険度を示しており，障害，死産，

妊産婦死亡の危険を高め，若い既婚の少女を DV
並びに HIVと性感染症のより高い危険にさらし，
教育を修了し，包括的知識を得，地域社会に参画

したり，雇用されるスキルを身につけたりする機

会を減らしていることを深く懸念し，セクシュア

ル・リプロダクティヴ・ヘルスを含めた到達でき

る最高の水準の健康への限られたアクセスが，重

度の産科瘻孔及び妊産婦死亡のみならず妊産婦罹

病を引き起こすことを，懸念を抱いて認め， 
 
 HIV感染が，妊産婦死亡と罹病の危険を高め，
従って，HIV蔓延率の高い国々では，エイズ関連
の併発症が妊産婦死亡の主要な原因の一つであり，

HIVに感染している妊婦の約半数は，抗レトロウ
イルス療法を含めた重要なサーヴィス，特に家族

計画，避妊法へのアクセス，HIV予防を含めたセ
クシュアル・リプロダクティヴ・ヘルスケア・サ

ーヴィスへのアクセスがないことに深い懸念を表

明し， 
 
 妊産婦・子ども保健は，特に，出生前の栄養不

良と出生時の低体重が，大人になってからの肥満，

高血圧，心臓病，糖尿病を生むことを仮定すれば，

非伝染性疾患の危険と解き難く結びついており，

危険要因に関連しており，妊産婦肥満と妊娠糖尿

病のような条件も，非伝染性疾患にかかる高い危

険と関連していることに懸念と共に留意し， 
 
 子宮頚癌が，多くは出産年齢の約 25万人の女性
を毎年死に至らしめ，大多数の死亡と苦しみは，

非常に効果の高い，低コストの検査と治療の取組

とヒト乳頭腫ウイルスのワクチン接種を通して回

避できることを認め， 
 
 妊産婦死亡と罹病を防止できないことは，生活

のあらゆる側面で女性と女児のエンパワーメント，

その人権の完全享受，その可能性を完全に実現す

る能力に対する最も重要な障害であることも認め， 
 
 武力紛争と紛争後の状況では，女性のリプロダ

クィヴ・ヘルスが特別な危険にさらされており，

性暴力とレイプがしばしば例外的に高い率の妊産

婦死亡と罹病を助長していることを認め， 
 
保健サーヴィスが，危機と紛争の悪影響を受け，

強制移動させられた農山漁村と都会双方の母集団

の福利を保護し，高め，家族計画と暴力及び女性

性器切除/カッティングを含めその他の有害な慣
行の被害者である女性にケアを提供することによ

り，妊産婦死亡と罹病を減らし，予防するために

必要とされていることに留意し， 
 
 生涯に亘る保健成果を改善する際に，教育と

保健識字の役割を強調し，特に中等教育における

女児の高い落ちこぼれ率に懸念を表明し， 
 
あらゆるレヴェルの教育，並びに女児と男児の

発達する能力に沿った完全で正確な情報に基づき，

適切な方向とガイダンスを伴った性教育への女性

と女児の権利を確保する必要性を認め， 
 
予防できる妊産婦死亡と罹病を根絶する際に，

女性と男性の平等な参画における重要な要素とし

ての公的生活と政治的生活並びにこの点で政策と

戦略を決定するときの意思決定への女性と男性の

平等な参画への公約を再確認し， 
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ジェンダー平等，女性のエンパワーメント及び

予防できる妊産婦死亡と罹病の根絶は，セクシュ

アル・リプロダクティヴ・ヘルスとリプロダクテ

ィヴ・ライツを含めた到達できる最高の水準の身

体的・精神的健康を享受する女性の権利の推進と

保護なくしては達成できないことも再確認し，セ

クシュアル・リプロダクティヴ・ヘルス情報とヘ

ルス・サーヴィスへのアクセスの拡大が，北京行

動綱領，カイロ行動計画，ミレニアム開発目標を

達成する基本であり，ジェンダー平等，女性のエ

ンパワーメント及び女性によるあらゆる人権の完

全享受にとって極めて重要であることを再確認し， 
 
プライマリー・ヘルスケアの取組と，証明され，

よく知られた証拠に基づく介入を通した女性と子

どものためのヘルス・サーヴィスへのアクセスを

改善し，家族計画・出生前ケア，熟練した出産介

添え，緊急産科ケア，貧困及びサーヴィスの乏し

い農山漁村地域で暮らす女性のための出産後ケア

を含めた切れ目のないサーヴィスを通した妊産

婦・新生児・子ども死亡と罹病を削減するという

さらなる調整と公約の必要性を認め， 
 
早期妊娠と早期出産の否定的保健効果に留意し，

通学の年月が 1年増えるごとに，女児が第一子を
生む年齢が約 6カ月から 10カ月遅れ，通学の年月
1年毎に，18歳未満の女児が子どもを持つ率が
14%減り 23%になるという証拠を含め，学校出席
の年月と出産を遅らせることとの間の関連性に照

らして，女児の学校出席の直接的な保健上の利益

を認め， 
 
2015年までにリプロダクティヴ・ヘルスへの普

遍的アクセスを提供するという公約及び国内戦略

とプログラムに家族計画，セクシュアル・ヘルス

及びヘルスケア・サーヴィスを統合し，全ての女

性と男性，若い人々が，安全で効果的で料金が手

ごろで受容できる近代的な避妊法を含め，できる

だけ幅広い家族計画選択肢についての情報，アク

セス，選択ができることを保障する必要性を強調

し， 
 
基本的インフラと人的資源と技術的資源を改善

することにより，公正な保健成果を提供する料金

が手ごろで，持続可能な保健制度を強化する重要

性も強調し， 
 
 妊産婦，新生児，子ども保健及び保健のため

の不適切な資金を改善する際の進歩の遅い速度に

ついて懸念を表明し，加盟国間，加盟国内の継続

する不平等，妊産婦・新生児・子ども保健が持続

可能な社会経済的開発に与えるインパクトの評価

の欠如及びジェンダー不平等に対処する継続する

必要性に留意し， 
 
アクセス，包括性，質の点で女性の保健ニーズ

によりよく対応する保健制度を強化することの重

要性を強調し，ヘルスケア・サーヴィスへの不平

等な限られたアクセスを含め，ヘルスケアにおけ

るジェンダー不平等の根本原因を対象とする包括

的戦略を通して，女性の保健に対処する必要性を

強調し， 
 
ミレニアム開発目標 5に向けた促進された進歩

で，あまり遠くない未来に，予防できる妊産婦死

亡が根絶される世界を予想することは可能となる

ことも強調し， 
 
1. あらゆるレヴェルで妊産婦死亡と罹病の根

強い，受容できない高い世界的率の根絶に強くコ

ミットするよう加盟国と国際社会に要請する。 
 
2. 妊産婦死亡と罹病を削減するために緊急に

必要な政治的意思，資金の増額，公約，国際協力

及び技術支援を生みだすよう，国際・地域・国内・

地方レヴェルの政府当局及びその他の指導者に要

請する。 
 
3. 北京行動綱領49，国際人口開発会議行動計画

(「カイロ行動計画」)及びセクシュアル・リプロダ
クティヴ・ヘルス及びリプロダクティヴ・ライツ

に関連する公約を含めたそれらの見直し会議の成

果及びこの状況での全ての人権の推進と保護を完

全かつ効果的に実施し，北京行動綱領及びカイロ

行動計画で合意されているように，セクシュア

ル・リプロダクティヴ・ヘルスケア・サーヴィス

へのアクセスと情報を含めた女性と女児のための

包括的なヘルスケア・サーヴィスを強化すること

により，予防できる妊産婦死亡と罹病を根絶する

努力を最大限にするよう加盟国に要請する。 
  

 4. 様々な形態の差別のインパクトを念頭に置
いて，受容できないほどに高く，根強い妊産婦死

亡と罹病の世界的率を助長するジェンダー不平等，

貧困，出産中を含めた女性と女児による全ての人

権の完全享受の侵害，否定的態度，ジェンダー・

ステレオタイプ，女性性器切除/カッティングのよ
うな有害な伝統的慣行によって引き起こされるも

のを含めた女性と女児に対する差別に対処し，全

ての女性に到達できる最高の水準の健康へのアク

                                                   
49 1995年 9月 4-15日，北京，第 4回成果女性会議報告書(国連出
版物，販売番号 E.96.IV.13)，第 I章，決議 1，付録 II。 
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セスを保障し，ヘルスケアに関して，地方・国内・

国際レヴェルの意思決定への女性の完全参画を保

障するようにも加盟国に要請する。 
 
 5. ヘルスケアにおけるジェンダー不平等を対
象とする包括的戦略を開発し，プライマリー・ヘ

ルスケアと基本的栄養を含めた料金が手ごろで適

切なヘルス・サーヴィスへの女性の公正なアクセ

スを保障する政策を実践するよう加盟国を奨励す

る。 
 
 6. 効果的で，多部門的で，統合された取組を土
台とし，貧困，栄養不良，早期結婚のような有害

な慣行，教育への障害，アクセスできる適切なヘ

ルスケア・サーヴィス，情報，教育の欠如，ジェ

ンダー不平等のような妊産婦死亡と罹病の相互に

関連する根本原因に対処すためにあらゆるレヴェ

ルで行動を起こし，女性と女児に対するあらゆる

形態の暴力の根絶と女性と女児のあらゆる人権の

完全享受の推進に特別な注意を払うよう各国に要

請する。 
 
 7. 特にジェンダー平等，女性のエンパワーメン
ト及び貧困根絶を達成するために，男性・男児と

の平等に基づいて，質の高い教育への女性と女児

の権利を確保し，彼らが初等教育のあらゆる課程

を競うことを保障し，職業教育と技術訓練のみな

らず，中等・高等レヴェルを含め，あらゆるレヴ

ェルの女児と女性の教育を改善し，拡大する努力

を新たにするよう加盟国に要請する。 
 
 8. 若い人々が，自分のセクシュアリティに前向
きに責任を持って対処する準備を手助けし，結婚，

出産，性感染症と HIV，妊娠と出産の併発症，特
に早期妊娠と早期出産に関連する高い危険，並び

に家族計画サーヴィスを含めた質の高い，包括的

な，統合された，アクセスできる，若者に優しい，

セクシュアル・リプロダクティヴ・ヘルスケア・

サーヴィスへの思春期の若者のリファーラルとア

クセスを改善する必要性のような問題をうまく切

り抜けるために，年齢にふさわしい，証拠に基づ

く，包括的な性教育の必要性を強調する。 
 
 9. 家庭と子育てにおける母になること，母であ
ること，両親の役割の社会的重要性，子育てには，

両親，女性，男性，社会全体の責任の共有が必要

であることを認める。 
 
 10. 早期妊娠，早期出産，熟練した出産介助，
緊急産科ケア，中絶から生じる併発症の管理の領

域を含めた質の高い包括的で統合されアクセスで

きるセクシュアル・リプロダクティヴ・ヘルスケ

ア・サーヴィスへの限られたアクセスが，産科瘻

孔の広がりを含めた高い率の妊産婦死亡と罹病を

引き起こし，さらに，特に若い女性と少女の死亡

にしばしばつながる妊娠と出産中の併発症を伴う

ことを深い懸念を抱いて強調する。 
 11. サーヴィスを統合し，可能ならば HIV関連
のサーヴィスと情報の並行システムをなくすこと

により，アドヴォカシー，HIVとプライマリー・
ヘルスケア，セクシュアル・リプロダクティヴ・

ヘルス，妊産婦・子ども保健，全体的な保健制度

の間の政策とプログラムの関連性を強化するよう

加盟国と国際社会に要請する。 
 
 12. 2015年までに母子感染の根絶に向けて活動
し，エイズ関連の妊産婦死亡をかなり削減するこ

とへの公約を歓迎し，出産年齢の女性と女児に

HIV予防サーヴィスへのアクセスがあり，妊婦に
出産前ケア，情報，HIVカウンセリング及びその
他の HIV関連のサーヴィスへのアクセスがある
ことを保障し，HIV感染女性とその幼児の効果的
な予防と治療の利用可能性とアクセスを高めるよ

う加盟国に要請し，この点で，2015年までに子ど
もの新規感染の根絶に向けた世界計画と「母親を

生かし続ける」の貢献を歓迎する。 
 
 13. サハラ以南アフリカ諸国のマラリア蔓延率
の高い地域で厳しいマラリア感染の危険にさらさ

れている全ての妊産婦のための断続的予防的治療

のための世界保健機関の勧告を実施する手段をと

るよう加盟国と国連システムに要請し，妊産婦の

ようなマラリアに対して最も脆弱な人々を含め，

家族全員による殺虫蚊帳の使用を高める努力を支

援するよう加盟国を強く奨励する。 
 
 14. 必要ならば，国連システムと国際社会の助
けを得て，保健資金調達，訓練，保健労働力の引

きとめ，適切な出生前・出産後ケアの確保に関す

る知識と意識の向上，薬剤・ワクチン・物資・設

備の調達と配布，インフラ・情報システム・サー

ヴィス提供・リーダーシップとガヴァナンスにお

ける政治的意思を通して，ジェンダー主流化の必

要性を念頭に置いて，妊産婦死亡と罹病を削減す

るために，女性と女児のために保健制度を強化す

るよう加盟国に要請する。 
 
 15. 国連人権高等弁務官事務所によって準備さ
れた予防できる妊産婦死亡と罹病と人権に関する

テーマ別調査と予防できる妊産婦死亡と罹病根絶
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への人権に基づく取組50を例証する，これに続く

好事例と効果的事例集の関連する結果と勧告を検

討するよう，すべての関係者に要請する。 
 
 16. 必要に応じ，強化された持続可能な財源と
人的資源を含め，ミレニアム開発目標 5の達成に
向けた進歩を促進する措置を強化するよう加盟国

に要請する。 
 
 17. 程度の高い政治的公約を伴った強い保健・
部門間努力の必要性を認め，家族計画サーヴィス，

出生前ケア，出生後ケア，熟練した出産介添え，

緊急産科・新生児ケア，HIVのような性感染症を
予防し，治療する方法の提供を通して，アクセス

でき，料金が手ごろで，統合されたヘルスケア・

サーヴィスを提供し，地域社会を基盤とした予

防・臨床ケアを含む強化された保健制度内で，包

括的にリプロダクティヴ，妊産婦，新生児，子ど

も保健に対処することにより，ミレニアム開発目

標 4と 5を達成するために，進歩を促進するよう
加盟国に要請し，切れ目のない妊産婦・子ども保

健を改善する状況で，予防できる妊産婦死亡のさ

らなる削減を達成する能力を強化するために，他

の機関や部門を関わらせるその支配力・指導力を

用いるよう加盟国に要請する。 
 
 18. 妊娠中・授乳中を含め，貧しい家庭の栄養
を改善する国内計画を支援して，国際団体及びそ

の他の関係者と積極的にかかわるよう加盟国に要

請し，「栄養規模拡大」の枠組みと道程表の実施を

検討するよう，加盟国，特に妊産婦・子ども栄養

不良の重荷を抱える国々に要請する。 
 
 19. 男性・男児の重要な役割及び妊産婦死亡と
罹病を削減し，女性と女児の保健を推進するため

の女性と男性との間の責任の共有の必要性を強調

し，早期・強制結婚の慣行を廃止し，妊娠と出産

のための安全な条件への女性のアクセスを支援し，

家族計画に貢献し，性感染症を予防し，妊娠中と

授乳中を含め家庭内での女性と女児のための適切

な栄養を確保し，女性性器切除/カッティングと早
期・強制結婚のような有害な慣行を含め，女性と

女児に対する暴力をなくす際に，男性の重要な役

割を支援するプログラムを開発優先事項に含める

よう，加盟国，国連，市民社会に要請する。 
 
 20. 効果的な保健介入と保健制度強化，特に結
婚に自由に同意する権利，子どもの数と生む間隔

を自由に責任を持って決定する権利及びそうする

                                                   
50 A/HRC/14/39。 

ための情報と手段を得る権利を含めた女性と女児

による全ての人権の完全享受の推進と保護，及び

女性と女児のエンパワーメントを通して，予防で

きる妊産婦死亡と罹病を根絶する努力を強化し，

人道状況，緊急事態状況，危機状況のような領域

で，既存の公約を尊重し，新たな公約を検討し，

妊産婦死亡と罹病の減少に関する大いに促進され

た進歩に対する企画と説明責任を強化するために

調整することにより，その開発パートナーシップ

と協力取り決めにおいて，妊産婦死亡と罹病イニ

シャティヴにあたらたな重点を置くようドナー国

を含めた加盟国と国際社会を奨励する。 
 
 21. 先住民族・農山漁村女性と女児を含めた女
性と女児，貧困の中で暮らしている女性と女児，

障害を持つ女性と女児を，その移動の状態にかか

わりなく，ジェンダーに基づく暴力と早期・強制

結婚から保護し，暴力を防止し，加害者を捜査し，

罰する国内・国際法の下での責務を完全に実施し，

被害者に，適切で質の高い包括的で統合され，ア

クセスできるヘルスケア・サーヴィスとカウンセ

リング及び初等・中等教育へのアクセスを提供し，

特に妊産婦死亡と罹病を削減するために，戦略と

して用いられる場合を含め，レイプ及びその他の

性暴力の被害者への人道的・法的支援を規模拡大

する措置をとるよう，加盟国と国際社会を奨励す

る。 
 
 22. 国内計画と戦略を支持するパートナーの幅
広い連合によって行われている女性と子供のため

の事務総長世界戦略51を推進することを公約して

いる加盟国に，適宜，強インパクト介入の優先パ

ッケージを規模拡大し，保健・教育・ジェンダー

平等・水と衛生・貧困削減・栄養のような領域で

の努力を統合することにより，適宜，直接的な懸

念の問題として，妊産婦・新生児・5歳未満の死
亡数をかなり削減するというその公約を実施する

よう要請し，まだこれを行っていない国々に，そ

のような公約をすることを検討するよう奨励する。 
 
 23. リプロダクティヴ・ヘルス，妊産婦・子ど
も保健に関する情報を強化し，女性と子供の保健

のための資金を追跡し，監督と透明性を強化する

ために，女性・子供保健情報説明責任委員会の勧

告の実施を検討するよう加盟国を奨励する。 
 
 24. 予防できる妊産婦死亡と罹病を根絶するた
めに，社会的・構造的・マクロ経済的問題に対処

する包括的でジェンダーに配慮した貧困根絶戦略

                                                   
51 www.everywomaneverychildから利用可能。 
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を策定し実施するよう加盟国に要請する。 
 
 25. 女性と女児が，ジェンダーに基づく暴力，
特に彼女たちを HIV/エイズのような重大な感染
とヘルスケアがないと命にかかわる流産及びその

他の保健問題を生じさせるかも知れない妊娠の危

険にさらす特にレイプ及びその他の形態の性的虐

待の危険にさらす武力紛争，紛争後の国々，自然

災害の状況での妊産婦死亡の高い率に懸念と共に

留意する。 
 
 26. 妊産婦保健のための既存の資金の効果的利
用を最大限にし，貧困を削減し，大量出血，分娩

停止，産科瘻孔，感染及びリプロダクティヴ癌の

予防と治療を含め，予防できる妊産婦死亡と罹病

を根絶する，セクシュアル・リプロダクティヴ・

ヘルス，教育，開発計画に向けて予算の配分を増

額し，中絶から生じる併発症の管理を改善し，女

性と女児のセクシュアル・リプロダクティヴ・ヘ

ルスを含めた保健を推進するよう，加盟国，特に

妊産婦死亡と罹病の率が一貫して高い国々を奨励

する。 
 
  27. 予防できる妊産婦死亡と罹病を根絶する
ために，パートナーシップと国際協力を強化する

よう，加盟国，国際社会，女性団体と青少年団体

を含めた市民社会，民間セクター及びその他の関

連行為者に要請する。 
 
 28. 性別・年齢別・障害別・社会経済的地位別・
地理的場所別・妊産婦死亡と罹病を助長するその

他の要因別データ,及び保健サーヴィスを受けた
女性からのフィードバックの適切な方法を提供す

るのみならず，ミレニアム開発目標 5の達成に向
けた進歩を時宜にかなって監視するに必要なその

他のカテゴリーに関するデータの収集を強化し，

目標 5とそのターゲットの達成に向けた進歩をよ
りよく監視するためのそのようなデータを国連シ

ステムと分かち合うよう加盟国を奨励する。 
 
 29. 国際社会と市民社会と協力して，妊娠・出
生・死亡を登録する制度を改善し，適宜モバイル

技術の利用を通して，国内・地方レヴェルで妊産

婦死亡と罹病の重荷とその原因に関するデータの

収集・分析・普及のための改善された公共保健イ

ンフラを支援するよう，加盟国に要請する。 
 
 30. ミレニアム開発目標指標，特にミレニアム
開発目標 5の指標に関する国連によって行われた
作業に感謝と共に留意し，この点で，国連ウェブ

サイトを含めた目標達成に向けた進歩に関する知

識ベースを継続して拡大するよう，事務総長に要

請する。 
 
 31. ジェンダー平等，女性と女児のエンパワー
メント，その全ての人権の保護，予防できる妊産

婦死亡と罹病の根絶のための国連システム全体を

通したプログラム，イニシャティヴ，活動の間の

関連性を強化する行動に関して，関連国連決議を

考慮に入れて，加盟国，国際団体，その他の全て

の関連関係者と相談して，第 58回婦人の地位委員
会に報告書を提供するよう事務総長に要請する。 

***** 
 
4. 先住民族女性: 貧困と飢餓の根絶における重要
な行為者(E/CN.6/2012/L.6)---PBIなし 
 主提案国: エルサルヴァドル 
 追加共同提案国: オーストリア，ブラジル，キ
ューバ，ホンデュラス，スペイン，ウルグァイ，

コスタリカ，コンゴ民主共和国，エストニア，ド

イツ，ギニア，ギリシャ，ハンガリー，アイルラ

ンド，イタリア，リトアニア，ルクセンブルグ，

モンテネグロ，ニュージーランド，ルーマニア，

スロヴェニア 
 コンセンサスで決議を採択 
 ステートメント: 米国，イラン・イスラム共和
国，スペイン，アルジェリア(G77/中国を代表)，
パレスチナ 
 
 決議内容 
 婦人の地位委員会は， 
 北京宣言と行動綱領52，第 23回特別総会成果53

及び第 4回世界女性会議の 10周年，15周年にあ
たって委員会によって採択された宣言54を再確認

し， 
 
女子差別撤廃条約55及びその選択議定書56並び

にその他の関連国際人権条約が，先住民族女性の

人権の推進と保護のための枠組みを提供している

ことも再確認し， 
 
 先住民族の個人及び集団の権利に対処している

国連先住民族権利宣言57を想起し， 
  
 先住民族の独特の政治的・法的・経済的・社会

的・文化的制度を維持し，強化する権利，及びも

                                                   
52 1995年 9月 4-15日，北京，第 4回世界女性会議報告書(国連出
版物，販売番号 E.96.IV.13)，第 I章，決議 1，付録 I及び II。 
53 総会決議 S-23/2，付録及び決議 S-23/3，付録。 
54 経済社会理事会決定，それぞれ 2005/232及び 2010/232。 
55 国連，条約シリーズ，第 1249巻，第 20378号。 
56 同上，第 2131巻，第 20378号。 
57 総会決議 61/295，付録。 
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し彼らがそう選択するならば，国家の政治的・経

済的・社会的・文化的生活に完全に参画する権利

を含め，「宣言」の目的を達成しようとする国内・

地域努力を支援する際に，国際協力を通して，国

連先住民族権利宣言の目的を推進し，追求するこ

との重要性を強調し， 
 
 社会のあらゆる側面に先住民族女性の完全かつ

効果的参画を確保する措置をとるよう，各国政府，

政府間機関，民間セクター，市民社会に要請して

いる「先住民族女性: 北京宣言と行動綱領の 10年
後の見直しを超えて」と題する決議 49/7を想起し， 
 
 先住民族女性は，異なったニーズと関心を持つ

多様な文化と伝統を表し，世界中の文明・文化の

多様性と豊かさに貢献していることを確認し， 
 
 貧困根絶，食糧の安全保障，持続可能な開発へ

の多様な地方経済での先住民族女性の独特の重要

な貢献，知識，重要な役割を認めることの重要性

を強調し， 
 
 開発途上地域のかなりの数の自作農農業者と農

山漁村起業家は先住民族女性を含めた女性であり，

その地域社会と家族のために食糧の安全保障と栄

養を高めることを含め，農業と農山漁村開発にお

いて重要な役割を果たしていることを認め， 
 
 先住民族女性のかかわり，視点，伝統的知識が

持続可能な開発と生物多様性の保存及び土地・森

林・水・種苗・沿岸のような天然資源に重要な貢

献をしていることも認め， 
 
 増大する貧困の女性化について深い懸念を表明

し，先住民族女性を含めた女性のエンパワーメン

トが，貧困根絶の重要な要因であり，女性をエン

パワーすることを目的とする特別措置の実施が，

この目的を達成する手助けとなることを強調し，

先住民族女性を含めた女性の貧困が，特に経済的

機会と自治の欠如，経済資源へのアクセスの欠如，

教育と支援サーヴィスへのアクセスの欠如，意思

決定プロセスへの最小限の参画に直接的に関連し

ていることを強調し， 
 
 先住民族，特に先住民族女性が様々な社会的・

経済的指標に亘って典型的に直面している極端に

不利な条件及びその権利の完全享受に対する障害

について懸念し， 
 
 気候変動が，先住民女性を含めた女性と女児に

与えるインパクトが，ジェンダー不平等，差別，

貧困によって悪化することもあることも懸念し， 
 
 先住民族女性は，しばしば，あらゆる形態の暴

力に対する脆弱性を増す重複する形態の差別と貧

困を受けていることをさらに懸念し， 
 
 先住民族女性が，あらゆる差別を受けずにその

権利を行使するべきであることを強調し， 
 先住民族の権利，先住民族女性のエンパワーメ

ント，その全ての人権と基本的自由の享受を推

進・保護する際に，国連には果たすべき重要な継

続する役割があることも強調し， 
 
 1. 以下を各国に要請する:  
 
  (a)先住民族女性に悪影響を及ぼす貧困を根絶
するに必要な開発プロセスにおいて，選択の機会

と可能性を持つことができるように，その完全参

画とその文化的多様性の尊重をもって，先住民族

女性のための政策とプログラムを推進・強化する

特別措置をとること。 
 
 (b)特に土地・種苗・金融サーヴィス・技術・輸
送・情報のような生産財と農業インプットへの平

等なアクセスを高めることにより，その状況と開

発を改善するために，先住民族女性と相談して，

その伝統的知識を考慮に入れて，先住民族女性の

経済活動を支援すること。 
 
 (c)先住民族女性と女児の教育への権利の実現を
確保し，できるだけ先住民族の言語で適切な教育

プログラム，カリキュラム，補助教材を開発し，

情報コミュニケーション技術へのそのアクセスを

推進し，このプロセスに先住民族女性の参画を提

供することにより，先住民族女性のニーズ，野心，

文化に対応した教育への多文化的取組を推進し，

先住民族女性と女児が，差別なくあらゆるレヴェ

ルと形態の教育への平等なアクセスの権利を持つ

ことを保障する措置をとること。 
 
 (d)先住民族女性の訓練のために支援・投資・技
術援助を提供し，相互支援とリーダーシップを推

進することに貢献する女性団体と協働組合を支援

すること。 
 
 (e)先住民族女性とその団体と相談し協働して，
能力開発プロセスを推進し，そのリーダーシップ

を強化するために立案される政策とプログラムを

策定して実施し，あらゆるレヴェル，あらゆる領

域の意思決定プロセスへの先住民族女性の完全か

つ効果的参画を確保し，彼女たちの政治的・経済
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的・社会的・文化的生活への参画の障害を撤廃す

ること。 
 
 (f)セクシュアル・リプロダクティヴ・ヘルスを
含め，先住民族女性のために到達できる最高の水

準の健康への平等なアクセスと享受，安全で清潔

な飲用水と衛生，安全な料理と暖房へのアクセス

を提供し，高める具体的措置をとること。 
 
 (g)重要な薬草，動物，鉱物の保存を含め，医学
に関する先住民族女性の伝統的知識を適宜尊重し，

保存し，推進すること。 
 
 (h)先住民族女性の権利の完全実現と平等な享
有を確保するために，全ての人権責務に従い，効

果的に実施すること。 
 
 (i)あらゆるレヴェルで先住民族女性のための司
法への平等なアクセスを提供する具体的措置をと

り，先住民族女性が土地やその他の財産を所有す

る平等な権利を持つことを保障すること。 
 
 (j)貧困と差別が，女性に対する暴力を生む条件
を高めることを認め，先住民族女性に対するあら

ゆる形態の暴力を防止し，根絶するために，国内・

地方・コミュニティ・レヴェルで行動を起こすこ

と。 
 
 (k)先住民族女性の福利のために，開発政策とプ
ログラムのインパクトを監視し，改善するために，

農山漁村地域で暮らす者を含め，先住民族女性に

関する分類データを収集し，普及すること。 
 
 2. リオ+20と呼ばれる国連持続可能な開発会議
及び 2014年に開催される世界先住民族会議と呼
ばれることになっている総会高官会議への先住民

族女性の参画を支援するよう各国を奨励する。 
 
 3. 先住民族の権利を推進し，その文化，土地，
領土と資源，その持続可能な開発への貢献を尊重

する適切な措置をとるよう，各国，政府間機関，

民間セクター，市民社会を奨励する。 
 
 4. 先住民族女性のエンパワーメントとその全
ての人権の享受を推進することを目的とする政策

とプログラムを開発し，資金調達し，実施し，支

援する措置をとるよう，UN Women及び適宜国連
システムの関連基金・計画・専門機関，国際金融

機関，民間セクター，NGO及びその他の市民社会
行為者を奨励する。 

***** 

3 月 9 日(金)午後第 18 回会議 
 
議事項目 3，4(継続) 
議事項目 6: 第 57回婦人の地位委員会暫定議事 
 
決議の採択 
5. 自然災害におけるジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメント(E/CN.6/2012/L.4)---PBIなし 
 主提案国: 日本  
 追加共同提案国: アルゼンチン，オーストラリ
ア，ブラジル，ブルガリア，コスタリカ，ドミニ

カ共和国，エルサルヴァドル，ギリシャ，グレナ

ダ，グァテマラ，ホンデュラス，インド，インド

ネシア，イスラエル，イタリア，ケニア，ラトヴ

ィア，モンゴル，パナマ，ポーランド，ルーマニ

ア，南アフリカ，ボスニア・ヘルツェゴヴィナ，

チリ，チェコ共和国，エストニア，ガンビア，ド

イツ，ガーナ，ギニア，ハイティ，ハンガリー，

ジャマイカ，リトアニア，ルクセンブルグ，モン

テネグロ，ナイジェリア，韓国，セネガル，セル

ビア，スロヴェニア，スペイン，英国，米国 
 口頭で修正の決議案をコンセンサスで採択。 
 ステートメント: イラン・イスラム共和国，ノ
ルウェー(アイスランド・ニュージーランドも代表) 
 
 
 
 

外務省プレスリリース  
 

第 56回国連婦人の地位委員会(CSW)における我
が国提出決議案(「自然災害とジェンダー」)の採
択 

平成 24年 3月 10日 
 
1. 2月 27日(月曜日)からニューヨークで開催されていた，
第 56回国連婦人の地位委員会(CSW)最終日の 3月 9日(金
曜日)(現地時間)，我が国が提出した「自然災害とジェンダ
ー」決議案が，コンセンサスで採択されました。 
 
2. 本決議は，東日本大震災から 1年になるにあたり，自
然災害と女性に関する様々な課題について，我が国の震災

の経緯や教訓を各国と共有し，国際社会の理解を深めると

ともに，より女性に配慮した災害への取組を促進すること

をめざし，我が国として初めて同委員会に提出したもので

す。 
 
3. 本決議は，防災，災害対応，復旧復興の全ての段階に
おける女性の参画や，女性のニーズへの配慮を求めること

等を内容としています。また，復興期における女性の雇用

への支援や，社会的な絆に支えられた包摂型の社会造りの

必要性にも言及しています。 
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決議内容 
 婦人の地位委員会は， 
 
 自然災害は，人間の生命とその後の生活条件に

悪影響を与え，しばしば，女性並びに子ども，高

齢者，障害者のような集団内の脆弱な人々により

直接的で否定的なインパクトを与え，ジェンダー

不平等，ジェンダー・ステレオタイプ，適切な情

報，経済的機会を含めた女性差別，貧困と社会的

排除，安全と様々な家庭責任のための関連する危

険と脆弱性に関して，しばしば，男性と女性に異

なったインパクトを与えることを念頭に置いて， 
 北京行動綱領58と第 23回特別総会成果文書59の

自然災害による悪影響を受けた女性と女児に関す

る公約を再確認し，成果文書が，災害防止・緩和・

回復戦略にジェンダーの視点を組み入れる必要性

を強調していることも再確認し， 
 
 2002年 3月 15日の第 46回婦人の地位委員会
の合意結論60，2005年 3月 11日の婦人の地位委
員会決議 49/5，並びに「気候変動政策と戦略にお
けるジェンダー主流化と女性エンパワーメント推

進」に関する 2011年 3月 4日の決議 55/1，2005
年 1月に日本の神戸で開催された災害削減世界会
議で採択された兵庫宣言61と 2005年から 2015年
までの兵庫行動枠組み62，並びに A/RES/66/9と
A/RES/66/120を含めた全ての関連総会決議も想
起し， 
 
 2011年 3月 11日に東部日本を襲った破壊的地
震及び最近の人道アピールで対処されたものを含

めたその他の最近の自然災害を含め，世界のあら

ゆる部分の自然災害のための救援・回復努力にお

いて，国際社会によって与えられた支援や援助の

みならず，ジェンダーに対応した災害管理を含め

たこれら対応におけるさらなる努力の重要性を強

調しつつ，影響を受けた国々の対応を歓迎し， 
 
 災害危険の削減，対応，復興のあらゆる段階で，

子ども・高齢者・障害者のような集団内の脆弱な

人々のみならず，女性の特別なニーズを等しく考

慮に入れる重要性を強調し，これら対応への女性

の平等な参画の機会を確保し，ジェンダー平等と

女性のエンパワーメントを推進し，地域社会の弾

力性を強化し，災害に対する社会的脆弱性を減少

                                                   
58 1995年 9月 4-15日，北京，第 4回世界女性会議報告書(国連出
版物，販売番号 E.96.IV.13)，第 I章，決議 1，付録 II。 
59 決議 S-23/3，付録。 
60 2002年経済社会理事会公式記録，補遺第 7号(E/2002/27)，第
I章，セクション Aを参照。 
61 A/CONF.206/6及び Corr.1，第 1章，決議 1。 
62 同上，決議 2。 

させる地域社会を基盤とした取組を通して，人々

の間の社会的絆によって支えられる包摂型の社会

を築くために，人々を中心とした包括的取組を要

請し， 
 
 1. 災害危険の削減(予防・緩和・準備)，リハビ
リと再建を含めた対応と復興において女性が重要

な役割を果たすこと，及び特にジェンダー平等と

女性のエンパワーメントを強化するために，災害

に対応する女性の能力を高める必要性を認める。 
  
 2. 各国政府及び適宜国連機関，NGOを含めた
市民社会，民間セクター及びその他の関係者に以

下を要請する: 
 
 (a)自然災害が，女性と男性に与える異なったイ
ンパクトを考慮して，国内政策，戦略，計画を見

直し，災害危険削減，対応，復興のための政策，

企画，資金提供にジェンダーの視点を統合する行

動をとること。 
 
 (b)災害危険削減，対応，復興に関するあらゆる
レヴェルの資金の配分を含め，意思決定への女性

の参画の平等な機会を確保すること。 
 
 (c)意識を高めつつ，災害危険削減(予防・緩和・
準備)にジェンダーに配慮した取組を適用するあ
らゆるレヴェルの関連当局と機関の能力を強化し，

その間の協力を推進すること。 
 
 (d)災害危険削減(予防・緩和・準備)，対応，復
興のあらゆる段階で，すべての人権の女性と女児

による完全享受を確保すること。 
 
 (e)男女間の災害救援支援への平等なアクセスを
確保するようできる限りの努力をし，食糧と物資，

水と衛生，シェルターの設立と管理，安全と安全

保障の提供，セクシュアル・リプロダクティヴ・

ヘルス及びカウンセリング・サーヴィスを含めた

身体的・心理的・緊急事態ヘルスケアの提供とい

う状況での妊婦と授乳中の女性，幼児のいる家庭，

母子家庭と寡婦のニーズに特別な注意を払って，

女性の専門家のかかわりと現地ワーカーのジェン

ダー・バランスを奨励しつつ，女性のニーズ，考

え，全ての人権の享受に完全に対応する復興のた

めの災害対応と支援を提供すること。 
 
 (f)災害後の環境で，性暴力・ジェンダーに基づ
く暴力及び人身取引の危険及び女児・付添いのな

い子ども・孤児の特別な脆弱性を含め，様々な形

態の搾取に特別な注意が払われることを保障する
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こと。 
 
 (g)災害後の環境で，暴力被害者の保護，ケア，
支援，及び適宜，女性の再被害を避けるために女

性のニーズを考慮に入れて，特に性暴力・ジェン

ダーに基づく暴力の捜査と訴追において，暴力被

害者のための法的及びその他の関連サーヴィスの

提供も確保すること。 
 
 (h)社会的・経済的プロセスにおける女性の役割
のために，正規雇用セクターへの女性の速やかな

統合又は再統合への障害をなくすことに注意を払

って，自然災害が引き起こすかも知れない農山漁

村・都会の移動を考慮に入れて，男女間の平等な

経済機会を確保する手助けをするために，職業・

技術訓練措置を含め，ジェンダーに配慮した経済

的救援と復興プロジェクトを立案し，実施し，評

価すること。 
 
 (i)地域社会を基盤とした事業の支援，必要な社
会サーヴィス，市場，貸付，その他の金融サーヴ

ィスへのアクセスを通して，自然災害の悪影響を

受けた女性，特に農山漁村女性の雇用創出活動と

雇用機会を推進すること。 
 
 (j)自然の危険早期警告システムへの男女の平等
なアクセスを確保し，男女の特別なニーズ，考え

及び全ての人権を考慮に入れて，災害危険削減計

画を推進し，科学・技術の領域を含め，災害危険

削減へのジェンダーに配慮した取組に関する訓練

をあらゆるレヴェルで提供すること。 
 
 (k)女性と女児がこれら資源を完全に利用でき
るように，災害危険削減に関する情報，訓練及び

正規・非正規の教育への女性と女児の平等なアク

セスと利用を確保すること。 
 
 (l)性別・年齢別・障害別の人口学的・社会経済
的データと情報を組織的に収集し，ジェンダー指

標を継続して開発し，ジェンダーに配慮したニー

ズ評価と企画プロセスを通して，ジェンダー格差

を分析し，この情報を災害危険削減と政策とプロ

グラムの管理に統合すること。 
 
 (m)ジェンダーの視点から災害対応を文書化し，
評価し，災害危険削減企画へのその統合を推進し

確保するために，災害危険削減を支援する技術を

含め，好事例，学んだ教訓，ツールに関する情報

を国内的にも，地域的にも，国際的にも広く普及

すること。 
 

 (n)災害管理及び女性の完全参画を確保する包
摂型の災害に対して弾力のある社会の建設を推進

する際に，地域社会を基盤とした団体，女性団体

及びヴォランティアを含めた市民社会の役割を認

め，さらに推進すること。 
 
 (o)特に女性のニーズに応える際に，女性専門家
とヴォランティアが果たす重要な役割も認め，予

防・緩和・準備・対応・復興を含めた災害危険削

減への女性の参画をさらに奨励すること。 
 
 (p)災害危険削減，対応，復興のあらゆる側面に
ジェンダーの視点を強化するために，各国政府，

国連機関及び NGOを含めた市民社会及び民間セ
クターを含めた全ての関係者の間に建設的パート

ナーシップを築くこと。 
 
 3. 災害危険削減，対応，復興努力において，被
害を受けた国々の政府と調整して，ジェンダーに

配慮したプログラム形成と資金の配分を通して，

女性と女児の脆弱性と能力に対処するよう，各国

政府，地方自治体，国連システム，地域団体を奨

励し，ドナー国及びその他の支援国に勧める。 
 

4. 災害危険削減，対応，復興のあらゆる側面に，
ジェンダーの視点が継続して維持されることを保

障するよう，それぞれのマンデートに従って，全

ての関連国連機関に要請する。 
 
  5. 2015年の第 3回災害危険削減世界会議を含
め，災害危険削減活動にジェンダーの視点の包摂

を継続して推進するようにも，国連システム，加

盟国及びその他の関係者に要請する。 
 
 6. 既存の国連枠組み内で，自然災害におけるジ
ェンダー平等と女性のエンパワーメントの問題に

さらにどう対処するかに関する提案を含め，本決

議の実施に関して，第 58回婦人の地位委員会に報
告するよう，さらに事務総長に要請する。 

***** 
 

6. 女性・女児・HIVとエイズ(E/CN.6/2012/L.7) 
---PBIなし 
 主提案国: 南部アフリカ共同体諸国 
 アンゴラ(南部アフリカ共同体諸国を代表)は，決
定案 L.7を撤回し，新決議案テキスト(英語版のみ)
を配布。 
 共同提案国: アルジェリア，エジプト，ガーナ，
モロッコ，ナイジェリア，フィリピン，ルワンダ，

タイ，コンゴ，コーティヴォール，エリトリア，

ギニア，グレナダ，ハイティ，インド，ジャマイ
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カ，セネガル 
 ステートメント: 米国 
 英語版のテキストをコンセンサスで採択 
 ステートメント: イタリア(欧州連合を代表)，イ
ラン・イスラム共和国，オーストラリア，チリ 
   
決議内容 

婦人の地位委員会は， 
 
北京宣言と行動綱領，第 23回特別総会成果文書，
国際人口開発会議行動計画，HIVとエイズ政治宣
言とコミットメント，国連ミレニアム宣言とミレ

ニアム開発目標に含まれている HIVとエイズ関
連目標，特に 2015年までに HIVの蔓延を半減さ
せ，逆転させ始めるという加盟国の決意を再確認

し， 
 
女性・女児・HIVとエイズに関する以前の全ての
決議を想起し 
 
「女性・女児・HIV/エイズ」と題する第 44回婦
人の地位委員会の合意結論のみならず，総会決議

66/14063も想起し， 
 
1. 事務総長報告書64に留意する。 
 
2. 北京宣言と行動綱領，国際人口開発会議の行動
計画，HIVとエイズ政治宣言とコミットメントに
従って，加盟国と国連システムにより提供される

情報を用いて，女性・女児・HIVとエイズに関連
して取られた促進された行動に重点を置いて，女

性・女児・HIVとエイズの状況に関して，第 58
回婦人の地位委員会に報告書を提出するよう事務

総長に要請する。 
***** 

 
口頭による決定 
 委員会に提出された公式文書に留意する 
 
女性の地位に関する通報 
 3月 7日の非公開会議で，通報作業部会の報告
書に留意し，これを委員会報告書に含めることを

決定 
 
第 57回委員会暫定議事 
 E/CN.6/2012/L.9に含まれている暫定議事を承
認 
暫定議事内容 
 
                                                   
63 「女児」と題する A/RES/66/140。 
64 E/CN.6.2122/11を参照。 

1. 役員選出 
 
2. 議事の採択及びその他の組織上の問題 
 
公式文書  
 
注釈付き暫定議事及び婦人の地位委員会の作業の

組織案 
 
3. 第 4回世界女性会議及び「女性 2000年: 21世
紀のジェンダー平等・開発・平和」と題する第 23
回特別総会のフォローアップ 
 
 (a)重大問題領域の戦略目標とさらなる行動と
イニシャティヴの実施 
 
  (i)優先テーマ: 女性と女児に対するあらゆる
形態の暴力の根絶と防止 
 
  (ii)見直しテーマ: HIV/エイズの状況でのケア
提供を含めた男女間の責任の平等な共有 
 
公式文書  
 
女性と女児に対するあらゆる形態の暴力の根絶と

防止に関する事務総長報告書 
 
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのため

の国連機関事務局長報告書 
 
女性と女児に対するあらゆる形態の暴力の根絶と

防止に関する高官ラウンド・テーブルのための討

議ガイドを含む事務局メモ 
 
婦人の地位委員会の今後の会期のための優先テー

マの提案に関する事務総長報告書(経済社会理事
会決議 2009/15, パラ 3) 
 
    (b)新たな問題，傾向，女性の状況又は男女間
の平等に悪影響を及ぼす問題の新たな取組 
 
  (c)ジェンダー主流化，状況，プログラムの問
題 
 
公式文書  
 
優先テーマに特に重点を置いて，国内政策とプロ

グラムの開発・実施・評価にジェンダーの視点を

主流化する際の進歩に関する事務総長報告書 
 
パレスチナ女性の状況と支援に関する事務総長報

告書 
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女性に対する暴力撤廃行動支援国連信託基金の活

動に関するジェンダー平等と女性のエンパワーメ

ントのための国連機関報告書 
 
第 52回・53回女子差別撤廃委員会の成果を伝え
る事務局メモ 
 
4. 女性の地位に関する通報 
 
公式文書  
 
女性の地位に関する機密の通報リストとそれに対

する対応を伝える事務総長メモ 
 
5. 経済社会理事会決議・決定のフォローアップ 
 
公式文書  
 
経済社会理事会議長から婦人の地位委員会議長へ

の書簡 
 
6. 第 58回婦人の地位委員会暫定アジェンダ 
 
7. 第 57回婦人の地位委員会報告書の採択 

***** 
 
 
3 月 15 日(木)午後第 19 回会議 
 
議事項目 3(継続) 
議事項目 7: 第 56回委員会記録の採択 
 
合意結論不採択 
 婦人の地位委員会が，伝統的に年次会議の終了

を記す合意結論を採択できなかったことに「誠に

残念」という気持ちを表明して，UN-Women事
務局長は，本日，代表団に，この欠陥を乗り越え

て，今会期の焦点であった農山漁村女性がその可

能性を発揮するよう完全にエンパワーされること

を保障する努力をもって前進するよう要請した。 
 「私は，これが加盟国がまだやる必要のあるこ
とをやる準備ができていないことを意味するもの

ではないことを心より願っています」と事務次長

兼ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのた

めの国連機関(UN-Women)事務局長のMichelle 
Bacheletは述べた。この残念な結果とはかかわり
なく，第 56回婦人の地位委員会は，農山漁村女性
のエンパワーメントと万人のための持続可能な開

発を達成する際のその役割の強化に関する「情熱

的でダイナミックな討議を目撃した」。 
 2月 27日に国連本部で始まった今会期は，3月

9日に終了する予定であったが，合意結論の長引
く折衝のために，1週間，その作業を延長せざる
を得なかった。Ms. Bacheletの言葉によれば，代
表団は，「コンセンサスに達することができないと

いう残念な結果」を克服できず，会期は，最終文

書なしで終了した。 
 
ステートメント 
 ジャマイカ(カリブ海共同体を代表)，イラン・イ
スラム共和国，デンマーク(欧州連合，クロアチア，
旧ユーゴスラヴ・マケドニア共和国，モンテネグ

ロ，セルビア，ボスニア・ヘルツェゴヴィナを代

表)，ジンバブエ(アフリカ諸国を代表)，米国，キ
ューバ，ニカラグァ，ロシア連邦，日本，ペルー，

パキスタン，ノルウェー，アイスランド，スイス，

メキシコ，カナダ，トルコ，オーストラリア 
 
合意結論議長概要 
 合意結論の議長概要を準備し，ウェブ・サイト

に掲載することで合意。 
 
第 56回委員会報告書の採択 
 第 56回委員会報告書案(E/CN.6/2012/L.8)を採
択し，最終仕上げを副議長兼報告者Mr. Filippo 
Cinti(イタリア)に委任。 
 
閉会ステートメント 
 1. 事務次長・UN-Women事務局長 
 2. 第 56回婦人の地位委員会議長 Ms. Marjon 
V. Kamara(リベリア) 
 

以 上  
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